
水道事業に係る予算関係等について



平成２８年度水道施設整備関係予算案
（単位：百万円）

注1）：厚生労働省、内閣府（沖縄）、国土交通省（北海道、離島・奄美、水資源機構）、復興庁計上分の総計。
注2）：平成27年度予算額欄の上段（ ）書きは、平成26年度補正予算額を含む。
注3）：平成28年度予算案欄の上段（ ）書きは、平成27年度補正予算案を含む。
注4）：百万円単位未満を四捨五入しているため、合計額は一致しない。

区 分

平 成 2 7 年 度
予 算 額

A

平 成 2 8 年 度
予 算 案

B

対 前 年 度
増 △ 減 額

B－A

対 前 年 度
比 率

（％）
B/A

（ ７２,５１６） （ ７８,２４３）

水道施設整備費 ４７,３０５ ４８,８８４ １,５７９ １０３.３

（ ２８,８５６） （ ２３,８６６）

水道施設整備費補助 ２５,３５７ ２０,３６６ △４,９９１ ８０.３

（ １００） （ ９１）

指 導 監 督 事 務 費 等 １００ ９１ △９ ９０.６

（ ５６１） （ １,２０９）

災 害 復 旧 費 ３５０ ３５０ ０ １００.０

（ ２６,５００） （ ３８,０００）

耐 震 化 等 交 付 金 ５,０００ １３,０００ ８,０００ ２６０.０

（ １６,４９８） （ １５,０７７）

東 日 本 大 震 災 １６,４９８ １５,０７７ △１,４２１ ９１.４

水道施設整備費
※災害復旧費（東日本含む）を除いた場合

（ ５５,４５７） （ ６１,９５７）

３０,４５７ ３３,４５７ ３,０００ １０９.８



110.6

水道施設整備費 年度別予算額推移
（平成21年度から平成28年度）

600億円

400億円

800億円

当初
958億円

補正
76億円

200億円

1,000億円

当初
737億円

補正 25億円

当初
416億円

当初
518億円

（全国防災
201億円
含む。）

当初
344億円

（一括交付金
戻り分92億円
含む。）

当初
255億円

21’予算額 22’予算額 23’予算額 24’予算額 25’予算額
＋

24’補正予算額

1,034億円

762億円

518億円

644億円

712億円

26’予算額
＋

25’補正予算額

416億円

注１） 内閣府（沖縄県）、国土交通省（北海道、離島・奄美地域、水資源機構）計上分を含む。
注2） 億円単位未満を四捨五入しているため、合計額は一致しない

76.9％

56.4％

66.4％

74.1％

73.7％

54.6％

124.5％

124.3％

110.6％

事業仕分けの反映

補正
300億円

補正
457億円

27’予算額
＋

26’補正予算額

555億円

78.4％

119.6％

当初
255億円
（公共）

補正
250億円

当初 50億円
（非公共）

公共 35億円
非公共 215億円

当初
205億円
（公共）

当初130億円
（非公共）

620億円
111.7％

109.8％

28’予算案
＋

27’補正予算額

補正
285億円

公共 35億円
非公共 250億円



■事業内容
水道の基幹管路（導水、送水、配水本管）のうち、耐震性能が低く、法定耐用年数40年を超過し

ている管として蓋然性が高く更新すべき管種（以下、「緊急改善対象管路」という。）を、耐震性能が
高い管種に置き換えるものを対象とする。

■緊急改善対象事業
緊急改善対象管路のうち、人口減少等により給水収益が減少することによって、水道料金収入

だけでは老朽化施設の更新が期待できない水道事業及び水道用水供給事業を対象に財政支援。

【対象指標】水道料金、水道事業の投資余力（企業債残高比率）、料金回収率（給水収益/給水原価）、
有収密度（給水人口／給水面積）等の指標を組み合わせて対象事業を選定

※ 簡易水道事業は、平成28年度末までの統合推進と併せたスケジュールで実施し、別スキームで支援するため、
本事業から除外する。

水道管路緊急改善事業について

①鋳鉄管 ②石綿セメント管

③コンクリート管 ④鉛管 ⑤硬質塩化ビニル管（TS継手）

耐震性の低い主な管種
耐震性が低く、法定
耐用年数を超過して
いる水道管を緊急
的に耐震適合性の
ある管路へ更新し、
大規模地震等の際
の断水リスクを減少
させる。

期待される効果

◆生活基盤施設耐震化等交付金

【内容】
都道府県が取りまとめた耐震
化等に関する事業計画に基づき
水道施設等の耐震化対策に要す
る経費の一部を交付。

【対象施設】
上水道事業及び水道用水供給事
業に係る施設

耐震性の高い管への更新を支援



水道施設の災害復旧に対する支援（復興）
〈復興庁一括計上〉

平成２8年度予算案：１５１億円（平成２７年度予算額：１６５億円）

東日本大震災で被災した水道施設のうち、各自治体の復興計画で、平成2８年度に復旧が予

定されている施設の復旧に必要な経費について、財政支援を行う。

（交付対象）

① 東日本大震災により被害を受けた水道施設及び飲料水供給施設（注１）を復旧する事業

→〈補助率〉 ８０／１００～９０／１００（特別立法による嵩上げ。通常は１／２）

② ①と水圧管理上一体的な関係にある給水の施設（注２）を復旧する事業

→〈補助率〉 １／２（通常は補助対象外）

③ ①の管路の漏水調査で請負に係るもの

→〈補助率〉 １／２（通常は補助対象外）

（注１） ５０人以上１００人以下を給水人口とする水道施設 （注２） 配水管から分岐して最初の止水栓までの部分



背景・目的

事業スキーム

平成25年度予算
○○百万円

平成27年度要求額
億円上水道システムにおける省CO2促進モデル事業（厚生労働省連携事業）

ポンプ回転数で
流量制御

Ｐ 100 90

バルブの開度で流量制御

Ｐ

ＩＮＶ

90

流量90％でも電力100％消費 流量90％では電力73％消費

●ポンプへのインバータ導入による省エネ例

インバータ
導入

インバータ

標高の高い水源から取水して浄水場等に取り込む際、通常は圧力を開放す
るため、圧力がロスになる。密閉（インライン）のまま、小水力発電設備
を設置し、送水動力・浄水処理エネルギーに活用。

●地下水（地中熱）を
利用した省エネ例

事業目的・概要等

イメージ

平成28年度予算(案)額
2,400百万円（新規）

水道事業は年間約74億kW（全国の電力の約0.8%）を消費していること
から、環境省は平成25年度より水道施設への再エネ・省エネ設備の導
入を推進している。

水道施設は小水力発電のポテンシャルを有する一方で、近年では小水
力発電設備の低コスト化も進展している。

本事業では、水道施設への小水力発電設備等の再エネ設備や、ポンプ
へのインバータ等の省エネ設備の導入をなお一層推進する。

水道施設の更新に際し、未利用圧力等を活用する小水力発電設備等
の再エネ設備や、高効率設備やポンプのエネルギー消費を制御するイ
ンバータ等の省エネ設備の導入を支援する。

事業概要

間接補助

補助対象：水道事業者等
補助割合：1/2 以下
実施期間：平成28年度から平成30年度

国 水道事業者等非営利法人

（補助率）
1/2以下

（補助率）
定額

補助金補助金

●未利用圧力等の有効利用による省エネ・再生可能エネルギー設備導入例

浄水場
（又は､配水池）

圧力有効活用

小水力発電圧力有効活用

小水力発電

インラインポンプ
（用供からの受水の場合）

インライン浄水処理

水源

太陽光発電
（水道施設に設置するもの）

用水供給

水道施設における再エネ・省エネ設備の導入促進により、小水力発電
であれば約2.8万kW(2030年)の導入効果が期待できる。
これら設備導入により、消費エネルギー・CO2排出が削減でき、インフラ

の低炭素化に寄与するとともに、水道部門を含む「業務その他部門」の
CO2削減目標(40％)達成のために、本事業の普及と横展開を図る。

期待される効果



水道事業基盤の強化について



新水道ビジョン

新水道ビジョン（平成25年3月公表）

各種方策の推進（例）
アセットマネジメントの徹底
水道施設のレベルアップ
・施設更新、耐震化

広域化・官民連携等による組織力アップ

【 基本理念 】
地域とともに、信頼を未来につなぐ日本の水道

持続
持続性の確保

安全
安全な水の供給

強靱
強靱な水道の構築

取組みの方向性 方策推進の要素

平成１６年６月 水道ビジョンを策定
水道のあるべき将来像について、関係者が共通の目標を持ち、その実現に向けて取り組んでいくための具体的な施策や工程を示す。

役割分担の明示
都道府県ビジョンの策定
水道事業ビジョンの策定

方策の推進

～ 水道ビジョン（平成16年6月）の策定から８年以上が経過 ～

東日本大震災による水道施設の大規模な被災の経験
人口減少社会の到来により事業環境が一層厳しくなる懸念

平成２４年２月から新水道ビジョンの検討を開始

枚挙にいとまがない課題
・給水人口・給水量、料金収入の減少
・水道施設の更新需要の増大
・水道水源の水質リスクの増大
・職員数減少によるサービス水準の影響
・東日本大震災を踏まえた危機管理対策

挑戦
将来の課題に挑戦する意識

を持って取り組むこと

連携
関係者間の連携によって方

策を推進すること



新水道ビジョンの推進

水道の
理想像

安全
・安心して飲める水道
・適正な水質管理体制
・統合的アプローチによる対応

強靱
・危機管理に対応できる水道
・適切な施設更新、耐震化
・被災してもしなやかに対応

持続
・国民から信頼され続ける水道
・長期的に安定した事業基盤
・人口減少社会を踏まえた対応

当面の
目標点

水道関係者の連携によ
り、全ての水道が安全な
水を確保

全ての水道事業者が、最
重要給水拠点に関する管路、
配水池、浄水場の耐震化を完了

全ての水道事業者が、
資産管理（アセットマネジ
メント）を実施

取組の
方向性

○ 良好な水源の保全
と確保

○ 水源に応じた水道
施設の整備

○ 浄水処理における
水質管理

○ 水質情報の需要
への広報・周知体制
の確立

○ 全水道施設の耐震化
を段階的に実施

○ 災害時においても、必
要最小限の供給を可能
とするため、給水拠点と
なる施設の強化

○ 災害時に関係者との連携
による応急給水・応急復旧活
動が展開できる給水手段の確
保

○ 水道施設全体を細
やかに管理・運営

○ 老朽化施設の更新
○ 持続的な経営に必

要な財政基盤の強化
○ 基幹的な業務に携

わる専門性を有した職
員の確保

○「挑戦」の意識・姿勢 ○関係者間の「連携」



新水道ビジョンに示された各種方策を推進するため、方策の実施主体となる関係者が実施状
況を共有し、密接に連携するための枠組みとして開催。

・厚生労働省 医薬・生活衛生局生活衛生・食
品安全部 水道課

・(公財)給水工事技術振興財団
・国立保健医療科学院
・(一社)水道運営管理協会
・(公財)水道技術研究センター
・全国簡易水道協議会
・全国管工事業協同組合連合会
・(一社)全国給水衛生検査協会
・(公社)日本水道協会
・(一社)日本水道工業団体連合会
・学識者

これまでの取り組み

○４回開催

（H25.8、H26.1、H26.3、H27.1）
○先進事例の収集
○ロードマップ策定 (H26.5)

今後の活動（予定）

○ウェブサイトの設置、運営
○推進方策の実施状況の検証
○ロードマップのリバイス
○新水道ビジョンのフォローアップ

強靱安全 持続

個別検討事項

活動イメージ

水道事業者

行政機関（都道府県）

大学・研究機関

新水道ビジョン
ロードマップ

様々な機会において情報を共有連携

構成メンバー

新水道ビジョンを踏まえた施策
の推進とフォローアップ

挑戦

新水道ビジョン推進協議会

新水道ビジョン推進協議会



新水道ビジョン推進のためのロードマップ とは…

新水道ビジョン推進のためのロードマップ①

平成25年8月に設立した「新水道ビジョン推進協議会」では、新水道ビジョン推進のためのロードマップの作成に向けて、関
係者間による闊達な意見交換等を行った。

ロードマップとは、「安全」「強靱」「持続」の観点から、実現方策の項目ごとに、国・関係団体の取り組みをとりまとめた工程
表で、平成26年5月に公表した。

新水道ビジョン推進協議会では、実現方策の進捗状況を、ロードマップに照らして随時確認するなど、新水道ビジョンの
フォローアップを行うとともに、一定の期間を経過した平成30年度を目途に、新水道ビジョンのレビュー、見直しを行う。

早期に取り組むべき主要な事項については、厚生労働省が行う「制度的対応の検討」や「新水道ビジョン推進の取り組み」
を加えて取り組み内容を示している。

新水道ビジョン推進のため早期に取り組む主要な事項のロードマップ（１）

▼全体・共通



新水道ビジョン推進のためのロードマップ②

新水道ビジョン推進のため早期に取り組む主要な事項のロードマップ（２）

▼早期に取り組む主要な事項（１）



新水道ビジョン推進のためのロードマップ③

新水道ビジョン推進のため早期に取り組む主要な事項のロードマップ（３）

▼早期に取り組む主要な事項（２）



1．関係者の内部方策
1.水道施設のレベルアップ
2.資産管理の活用

（アセットマネジメント）
3.人材育成・組織力強化
4.危機管理対策
5.環境対策

2．関係者間の連携方策

1.住民との連携（コミュニケーション）
の促進

2.発展的広域化
3.官民連携の推進
4.技術開発、調査・研究の拡充
5.国際展開
6.水源環境の保全

3．新たな発想で取り組むべき方策
1.料金制度の最適化

2.小規模水道（簡易水道事業・飲料
水供給施設）対策

3.小規模自家用水道等対策
4.多様な手法による水供給

新水道ビジョン推進のためのロードマップ④

新水道ビジョン推進のため早期に取り組む主要な事項のロードマップ（４）

▼早期に取り組む主要な事項（３）

実現方策の目次



新水道ビジョン推進に関する地域懇談会

１ 開催概要

全国各地の水道事業者等による各種推進方策
について、その取り組みの内容を都道府県及び水
道事業の担当者らが情報共有するとともに、全国
的に広くそれを発信して、地域内の連携を図り、新
水道ビジョンに示した施策を積極的に推進するこ
とを目的とし、厚生労働省の主催で開催。

２ 開催趣旨

各地域における先進的な取り組みを実施してい
る水道事業におけるキーマンをゲストスピーカーと
して招聘し、話題提供をいただくとともに、比較的
少人数でのフリーディスカッションを展開して、課
題解決へのヒントを探る。

３ 開催状況

全国各地区において順次開催。平成27年度には
４箇所（北海道（9/9）、中部・北陸（11/18）、九州
（1/8）、東北（1/26））にて開催。引き続き来年度も
開催予定。

ゲストスピーカーのテーマごとに３コーナーに分
かれてディスカッション（盛岡市にて）



新水道ビジョン推進に関する地域懇談会
開催日程 開催概要 ゲストスピーカー（事例紹介 ）

【第１回】
平成25年
11月25日（月）

対象地域
北海道・東北地域

（岩手県盛岡市）
参加人数 ６４名

北海道（官民連携を視野に入れた広域的連携）
八戸圏域水道企業団（県域を越えた発展的広域化推進）
岩手県矢巾町（住民との連携）

【第２回】
平成26年
2月21日（金）

対象地域
九州・沖縄地域

（福岡県福岡市）
参加人数 １０９名

北九州市（中核的な水道事業の広域化）
大牟田市（共同浄水場と官民連携）
宮崎市（多様な手法による水供給の取り組み）
沖縄県（県が主導する広域化検討）

【第３回】
平成26年
6月30日（月）

対象地域
中国・四国地域

（広島県広島市）
参加人数 １０９名

松江市（簡易水道統合の取り組み）
倉敷市（水質管理における広域連携）
広島県（公民連携の取り組み）
今治市（市町村合併に伴う水道事業の広域化）

【第４回】
平成26年
9月8日（月）

対象地域
関西地域

（大阪府大阪市）
参加人数 １３０名

奈良県（奈良県における県域水道ファシリティマネジメントの取組につい
て）

奈良広域水質検査センター組合（奈良広域水質検査センター組合の設立
と運営）
京都市（上下水道料金制度の改定について）
大阪市（公共施設等運営権制度の導入検討について）

【第５回】
平成26年
11月4日（火）

対象地域
中部地域

（愛知県名古屋市）
参加人数 ７７名

浜松市（浜松市特定未普及地域における生活用水応援事業について）
名古屋市（名古屋市における地震対策の取り組みについて）
愛知県企業庁（県営浄水場排水処理施設へのPFI導入について）
岐阜県（岐阜県営水道における災害対策と受水団体連携について）



新水道ビジョン推進に関する地域懇談会
開催日程 開催概要 ゲストスピーカー（事例 紹介）

【第６回】
平成26年
11月27日（木）

対象地域
関東地域

（東京都港区）
参加人数 約６０名

千葉県（お客様との協働した取組み（ウォーターメイト）について）
東京都（利根川・荒川を水源とする水道事業者による連携）
川崎市（川崎市におけるダウンサイジングを踏まえた強靭な施設再構築の取組み）
神奈川県企業庁（かながわ方式による水ビジネス）

【第７回】
平成27年
9月9日（水）

対象地域
北海道地域

（北海道札幌市）
参加人数 約７０名

北海道庁主催の北海道水道技術担当者研修会と共同開催
・ 平成26年度に発生した大雨による断水災害に関する報告と訓練

等

【第８回】
平成27年
11月18日（水）

対象地域
北陸・甲信越地域
（富山県富山市）
参加人数 約４０名

長岡市（市町村合併に伴う水道事業の広域化～広域化の課題を考える～）

加賀市（「加賀市水道事業ビジョン」の策定～安心できる水を安定して供給しつづけ
る水道～）
坂井市（坂井市水道における包括的民間委託～全国最大級の業務委託数～）

【第９回】
平成28年
1月8日（金）

対象地域
九州地域

（熊本県熊本市）
参加人数 ６６名

福岡市（福岡市における配水幹線更新計画）

宗像地区事務組合（水道事業統合から水道事業包括業務委託に向けての取り組
み）
津久見市（アセットマネジメントの活用と料金改定について）

【第10回】
平成28年
1月26日（火）

対象地域
東北地域

（宮城県仙台市）
参加人数 ４６名

八戸圏域水道企業団（新たな連携・広域化への挑戦～北奥羽地区水道事業協議会
広域連携に係る共同化～）

山形市（持続可能な浄配水施設を目指して～浄水場のダウンサイジングに向けた取
組み～）
会津若松市（会津若松市水道事業における公民連携の取り組みについて）



都道府県が主体となって、水道事業の広域化、施設の計画的更新・耐震化、水質管理の強化といった重要施策を推進するため
に、これらの施策を含めた都道府県による水道事業基盤強化計画の策定を権限委譲の前提条件とする。

広島県、中国知事会等７団体から、都道府県がイニシアティブをとって広域化等を推進するため、水道事業の認可に関する国の
権限を都道府県へ移譲する提案が寄せられ、分権改革有識者会議提案募集検討専門部会において対応方針を検討し、平成２７
年１月３０日に対応方針を閣議決定したところ。

○対応方針

※意欲的な都道府県に対して水道事業の認可権限を移譲することで、老朽化施設の更新・耐震化、広域化の推進等による水道
事業の基盤強化について都道府県の主導権発揮を促し、持続可能な水道事業運営の推進を図る。

１ 権限移譲の方針

各都道府県における、重要施策の推進体制及び水道事業等の監視体制にはばらつきがあるといった課題もあるため、業務の
監視体制や広域化等を推進する取組に関する一定の条件を満たし、権限の移譲を希望する都道府県に対して、手挙げ方式によ
る権限移譲を行うこととする。

水道法第46条の都道府県への権限移譲規定を根拠にして、水道事業等の認可等の権限について、厚生労働大臣が指定する都
道府県が行うことにする規定を設けることとする。

地方分権改革における水道事業等の認可権限移譲

３ 手挙げ方式による権限移譲について

広域化等を推進する水道事業基盤強化計画（仮称）を策定した上で、業務の監視体制を十分に整える都道府県であって、当
該事務・権限の移譲を希望するものに対し、都道府県内で水利調整が完結する水道事業等（都道府県が経営主体であるものを
除く。）を対象に移譲する。

なお、都道府県内で水利調整が完結しない水道用水供給事業から受水する水道事業については、当該水道用水供給事業と
の事業統合を行うことを上記計画に盛り込んだ場合には移譲対象とする。

２ 基盤強化に関する計画策定について



１ 基本的考え方
地方分権改革については、４次にわたる地方分権一括法等により、地方分権改革推進委員会の勧告事項について一通り検討を行い、

地方公共団体への事務・権限の移譲や義務付け・枠付けの見直し等を進めてきた。新たな局面を迎える地方分権改革においては、この
ような成果を基盤とし、地方の発意に根差した新たな取組を推進することとして、平成26年から地方分権改革に関する「提案募集方式」
を導入した（「地方分権改革に関する提案募集の実施方針」（平成26年４月30日地方分権改革推進本部決定））。

地方分権改革の推進は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤となるものであり、地方創生における極めて
重要なテーマである。

提案が出されて以降、これまで、地方分権改革有識者会議、提案募集検討専門部会、農地・農村部会等で議論を重ねてきた。
今後は、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成26年12月27日閣議決定）も踏まえ、以下のとおり、地方公共団体への事務・権限の移譲、
義務付け・枠付けの見直し等を推進する。

２ 国から地方公共団体への事務・権限の移譲等

【厚生労働省】

（７）水道法（昭32 法177）
以下に掲げる事務・権限（厚生労働省の所管に係るものに限る。）については、広域化等を推進する水道事業基盤強化計画（仮称）を策定した上で、

業務の監視体制を十分に整える都道府県であって、当該事務・権限の移譲を希望するものに対し、都道府県内で水利調整が完結する水道事業等（都
道府県が経営主体であるものを除く。）を対象に移譲する。

なお、都道府県内で水利調整が完結しない水道用水供給事業から受水する水道事業については、当該水道用水供給事業との事業統合を行うことを
上記計画に盛り込んだ場合には移譲対象とする。

・水道事業の認可（６条１項）
・水道事業の認可に係る附款（９条１項）
・水道事業の変更に係る認可、附款及び届出

（10条１項から３項（２項において準用する９条１項を含む。））
・水道事業の休止又は廃止に係る許可及び届出（11条）
・水道用水供給事業の休止又は廃止に係る許可及び届出

（31条において準用する11条）
・水道事業に係る給水開始前の届出（13条１項）
・水道用水供給事業に係る給水開始前の届出

（31条において準用する13条１項）
・水道事業に係る料金変更の届出及び供給条件の変更の認可

（14条５項及び６項）
・水道事業に係る業務委託の届出（24条の３第２項）
・水道用水供給事業に係る業務委託の届出

（31条において準用する24条の３第２項）

・水道用水供給事業の認可（26条）
・水道用水供給事業の認可に係る附款（29条１項）
・水道用水供給事業の変更に係る認可、附款及び届出

（30条１項から３項（２項において準用する29条１項を含む。））
・水道事業及び水道用水供給事業に係る認可の取消し（35条）
・水道事業及び水道用水供給事業に係る改善の指示等（36条１項及び２項）
・水道事業及び水道用水供給事業に係る給水停止命令（37条）
・水道事業に係る供給条件の変更の認可の申請命令（38条）
・水道事業及び水道用水供給事業に係る報告徴収及び立入検査（39条１項）
・二以上の水道事業者間若しくは二以上の水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水

供給事業者との間における合理化の勧告（当該水道事業者又は水道用水供給事業者に係る
管轄都道府県知事が二以上である場合を除く。）（41条）

・水道事業に係る地方公共団体（都道府県が当事者である場合を除く。）による買収の認可及び
裁定（42条１項及び３項）

平成26年の地方からの提案等に関する対応方針（抜粋）
平成27 年１月30 日（閣議決定）



水道事業基盤強化方策検討会について

○趣旨

現在、高度経済成長期に整備された水道事業の管路や施設が更新時期を迎えているものの、水道管路の更新が十分
になされていないため老朽化が進行するとともに、耐震性の低い施設が残置されている状況にある。

また、人口減少社会の突入に伴い給水収益が先細りになる中で、今後老朽化施設の更新需要が増大することが見込ま
れ、個々の水道事業の運営状況を踏まえた水道事業の持続性の確保が喫近の課題である。

さらに、本年１月30日に地方分権改革に関する「平成26年の地方からの提案に関する当面の方針」が閣議決定されて

おり、水道事業に掲げる認可等の厚生労働省の所管に係る事務・権限について、希望する都道府県であって、水道事業
基盤強化計画を策定した上で、監視体制を十分に整えるもの等に対し移譲することが示されている。

このため、地方分権における都道府県への権限委譲に当たっての要件等を当面の課題として、水道事業基盤に関する
検討を行うため、厚生労働省健康局長の主催により本検討会を開催する。

○検討事項
（１）水道事業に関する現状と課題

施設の更新ルールの構築、計画的な設備更新の実施、更新需要を見込んだ適切な水道料金の設定、
広域化の推進、都道府県の役割の強化 など

（２）権限移譲に必要な条件
水道事業基盤強化計画、都道府県の体制 など

（３）その他（水道事業基盤の課題など）

○構成員（五十音順・敬称略）
浅見 真理 国立保健医療科学院生活環境研究部上席主任研究官
有田 芳子 主婦連合会会長
石井 晴夫 東洋大学経営学部教授
浦上 拓也 近畿大学経営学部教授
鍬田 泰子 神戸大学大学院工学研究科市民工学専攻准教授
阪口 博 豊中市上下水道事業管理者
佐藤 裕弥 浜銀総合研究所シニアフェロー

滝沢 智 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授
友岡 史仁 日本大学法学部経営法学科教授
永井 雅師 全日本水道労働組合中央執行委員長
古川 勲 八戸圏域水道企業団副企業長
栁川 和政 佐賀東部水道企業団企業長
湯谷 仁康 北海道総合政策部政策局研究法人室長



地方分権改革に基づく都道府県への認可権限移譲の要件について（事務局案）

１）計画には、以下の取組に関する事項を記載する。
① 広域化等運営基盤の強化に向けた取組
② 老朽化施設の計画的な更新及び耐震化の促進に向けた取組
③ 広域的な水質管理に向けた取組
④ ①～③の取組の実効性を確保するための取組

２）上記記載事項の具体的な内容は次のとおりとする。
①広域化等運営基盤の強化に向けた取組
②老朽化施設の計画的な更新及び耐震化の促進に向けた取組
③広域的な水質管理に向けた取組
④取組の実効性を確保するための取組

３） 国は、指定都道府県における事務の実施状況を把握することとし、毎年度、前年度の取組状況の報告及び
今後の行動計画を聴取する機会を設け、必要に応じて技術的助言を行う。

４） 都道府県水道ビジョンに上記記載事項が網羅されている場合には、同ビジョンを水道事業基盤強化計画とし
て扱える運用とする。また、一部が記載されている場合には、水道事業基盤強化計画において都道府県水道
ビジョンを参照することを可能とする運用とする。

広域化等を推進する水道事業基盤強化計画（仮称）について

業務の監視体制について

以下のいずれも満たすものとする。
専任職員が５名以上いること。
専任職員に水道技術管理者又は水道技術管理者に準ずる者（※）を１名以上確保すること。

（※）「水道事業の認可・指導監督に従事した経験」を「水道に関する技術上の実務に従事した経験」に加えて実務
経験年数を数えた場合に水道技術管理者の資格要件を満たす者をいう。







水道施策の推進について
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○H26年度の管路更新率0.76%から単純に計算すると、

全ての管路を更新するのに約１３０年かかると想定される。

管路更新率（％）

×100更新された管路延長

管路総延長

管路経年化率（％）

×100
法定耐用年数を超えた管路延長

管路総延長

出典：水道統計

水道管路は、法定耐用年数が４０年であり、高度経済成長期に整備された施設の更新が進まないため、管
路の経年化率 （老朽化） は、ますます上昇すると見込まれる。

○年々、経年化率が上昇。

→ 老朽化が進行
○年々、更新率が低下し、近年は横ばい。

→ 管路更新が進んでいない
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全国平均

管路経年化率 13.7% 8.9% 12.1%

更新率 0.83% 0.60% 0.76%

管路の老朽化の現状と課題
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・全管路延長は66万km※で一定
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今後３０年間における管路の経年化の進展



長期的な視点での持続可能な水道施設の管理運営には、
アセットマネジメントが必要不可欠

水道事業におけるアセットマネジメントとは・・・
→ 水道施設による給水サービスを継続していくために必要な補修、更新といった施

設管理に必要な費用と、そのための財源を算定し、長期的視点に立って経営して
いくこと。

金額

今後必要な施設更新費用

施設更新への投資可能額

｜ ｜ ｜ ｜ ｜
現在 10年後 20年後 30年後 40年後

更新需要に対
応できない

金額

｜ ｜ ｜ ｜ ｜
現在 10年後 20年後 30年後 40年後

健全施設の
供用延長等

耐震化を伴う
更新の前倒し等

金額

｜ ｜ ｜ ｜ ｜
現在 10年後 20年後 30年後 40年後

40年後までに○○億円が必要

更新需要の平準化
「今後必要な施設更新費用」と

「施設更新への投資可能額」の比
較

施設の統廃合、ダウンサ
イジング等により、更新費
用の削減の検討

料金改訂等により、
財源の確保の検討

持続可能な
事業運営へ

水道事業におけるアセットマネジメント



ミクロマネジメントの実施

マクロマネジメントの実施

マクロマネジメントのレベルアップに向けた改善方策の抽出

検討手法の
選定

更新需要
見通しの検

討

財政収支
の見通しの

検討

妥当性の確認と
検討結果のとり

まとめ

更新需要・財政収支見通しの
活用

水道事業ビジョン

基本
計画

施設整備計画

財政計画

情報提供

更新投資
の

必要性

業務指標
の

活用

必要情報の整備資産台帳
施設台帳

維持管理・
苦情データ

点検
データ

診断
結果

財政
データ

水道施設の
運転管理・点検調査

更新投資
の

効果

水道施設の
診断と評価

補修
実施
計画

施設整備計画

財政計画

施設Ｂ

水道施設の整備（新設・更新）、水道料金の改定

マクロマネジメントの実施 更新需要・財政収支見通しの活
用

ミクロマネジメントの実施 施設Ａ

簡易支援ツール

必要情報の整備

広域化（広域連携）、官民連携 等

①日々の運転管理・点検等を通じた保有資産の健全度等の把握、 ②中長期の更新需要・財政収支、保有資産の健全度の見通し、
③広域化等も見据えつつ施設整備計画・財政計画等の作成、水道利用者等への情報提供、 ④計画的な施設整備等の実施。

アセットマネジメントの構成要素と実践サイクル



H24 割　　合 12.5% 46.4% 66.2% 72.1% 84.0% 67.0% 29.4%

割　　合 36.3% 69.4% 87.5% 93.0% 100.0% 75.0% 51.6%

調査事業者数 916 222 160 58 29 93 1478

413 171 146 54 29 73 886

(239) (116) (97) (38) (23) (59) (572)

45.1% 77.0% 91.3% 93.1% 100.0% 78.5% 59.9%

(26.1%) (52.3%) (60.6%) (65.5%) (79.3%) (63.4%) (38.7%)

H25からH26への割合の伸び
（ポイント）

8.8% 7.6% 3.8%

実施事業者数
H26

割　　合

0.1% 0.0% 3.5% 8.3%

H25

計画給水人口 5万人未満
5万人

～10万人
10万人

～25万人
25万人

～50万人
50万人
以上

用水供給 合計

水道施設の更新需要・財政収支の試算実施状況

注）実施事業者数には実施中の事業者を含む。括弧書きは、実施済みの事業者数。 （平成27年1月末時点）

更新需要・財政収支の結果を反映した基本計画等の作成状況

調査事業者数 916 222 160 58 29 93 1478

作成事業者数 27 28 21 14 6 14 110

割　　合 2.9% 12.6% 13.1% 24.1% 20.7% 15.1% 7.4%

H26

計画給水人口 5万人未満
5万人

～10万人
10万人

～25万人
25万人

～50万人
50万人
以上

用水供給 合計

実施事業者数 239 116 97 38 23 59 572

作成事業者数 27 28 21 14 6 14 110

割　　合 11.3% 24.1% 21.6% 36.8% 26.1% 23.7% 19.2%

25万人
～50万人

50万人
以上

用水供給 合計

H26

計画給水人口 5万人未満
5万人

～10万人
10万人

～25万人

アセットマネジメントの実施状況



（平成27年1月末時点）
注）実施率には実施中を含む。
注）数字は更新需要と財政収支の試算の実施を含む。
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都道府県別 アセットマネジメントの実施状況



認可等に関する申請や審査等についての厚生労働省健康
局水道課の基本的な考え方を取りまとめたもの

認可等にあたっては、それぞれの水道事業や水道用水供給
事業によって地域の実情、歴史的な沿革等が千差万別であ
ることから、それぞれの実態を踏まえて適切に取り組まれた
い

「水道事業等の認可の手引き」の改訂（平成23年10月3日）

「水道事業等の認可の手引き」
<http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/jouhou/other/dl/o10_1003_renraku4.pdf>

事業認可等に関する改正等について



下記の４項目全てを満足する場合に限り、事業認可又は届出における水需要予測を簡素化することができる。

① 申請年度が前回の事業認可、届出又は国庫補助金交付に係る事業評価（以下、「確認等」という。）における目標年度

を超えていない。

② 前回の確認等において今回申請年度の10 年度以内の実績値を用いて水需要予測を実施している。

③ 前回の確認等から給水能力の変更を伴う施設整備がない。

④ 交通機関の新設、住宅開発、新規工場団地の誘致等の開発計画に係る状況が前回の認可から変化がない、従前の

水需要予測と現状の実績に乖離が見られないなど前回の確認等から水道事業を取り巻く社会経済状況に変化がない。

水需要予測の簡素化※の要件（現行） ※「簡素化」とは、前回の確認等の水需要予測の結果を用いること。

以下に掲げる要件を満たす給水区域の拡張に係る事業変更については、認可又は届出に係る水需要予測を簡

素化できるよう、｢水道事業等の認可の手引き｣（以下｢手引き｣という。）を平成27年度中に改訂する。

・現存の給水区域が現行の手引きに規定する水需要予測の簡素化の要件に適合している。

・変更認可申請又は届出時の拡張給水区域の給水人口が100人以下である。

・拡張給水区域に交通機関の新設、住宅開発、新規工場団地の誘致等の開発計画がない。

平成２７年の地方からの提案等に関する対応方針（平成２７年１２月２２日 閣議決定）

給水区域を拡張する際、拡張する区域が「水道の未普及地（過去に水需要予測を実施したことがない区域）である場合」や「上記要件に該当しない場
合」は、拡張する給水区域の規模（給水人口）が軽微であったとしても水需要予測が必要。

水需要予測を簡素化可能なケースを追加

水需要予測の簡素化の拡大



「水道施設整備事業の評価実施要領」（平成16年7月12日策定、平成23年7月7日改正）

「水道施設整備費国庫補助事業評価実施細目」 （平成16年7月12日策定、平成23年7月7日改正）

「水道事業の費用対効果分析マニュアル」（平成19年7月策定、平成23年7月改訂）

「水道施設整備事業の評価実施要領等解説と運用」（平成23年7月策定） に基づき、適切に評価を実施
※事業評価の事例や知見の蓄積、総務省における政策評価の点検の結果（客観性担保評価活動）や行政刷新会議「事業仕分け」における評価など
を踏まえ、平成23年7月、実施要領、実施細目、マニュアルを一部改正するとともに、解説と運用を新たに策定

評価
対象

○簡易水道等施設整備費補助金の交付を受けて実施する事業
○水道水源開発等施設整備費補助金の交付を受けて実施する事業

○水資源機構が実施する事業（厚労大臣がその実施に要する費用の一部を補助する者に限る）

事前
評価

事業費10億円以上の事業を対象に、事業の採択前の段階において実施

事業採択後5年を経過して未着手、10年を経過して継続中、10年経過以降は原則5年経過して継続中の事業を対象に実施
なお、水道水源開発のための施設（海水淡水化施設を除く）の整備を含む事業は、本体工事等の着手前に実施。ただし、この場合は以

後10年間評価を要しない（平成21年4月より導入）
また、社会経済情勢の急激な変化等により事業の見直しの必要が生じた場合は、適宜実施

再評価

「生活基盤施設耐震化等交付要綱」に基づき、適切に評価を実施

評価対象 ○生活基盤施設耐震化等交付事業計画 （生活基盤施設耐震化等交付金に係る事業）

事前評価

生活基盤施設耐震化等交付金に係る事業（事業計画）

水道施設整備に係る国庫補助事業及び水資源機構が実施する事業

中間評価 事後評価

生活基盤施設耐震化等交付事業計画の作成・変更時に実施

交付期間の終了時に実施必要に応じて交付期間の中間年度に実施

事業評価の適正な実施について



出典：平成25年度 公共事業に係る政策評価の点検結果（総務省）

総務省による政策評価の点検について（１／６）



出典：平成25年度 公共事業に係る政策評価の点検結果（総務省）

総務省による政策評価の点検について（２／６）



総務省による政策評価の点検について（３／６）

出典：平成25年度 公共事業に係る政策評価の点検結果（総務省）



出典：平成25年度 公共事業に係る政策評価の点検結果（総務省）

総務省による政策評価の点検について（４／６）



出典：平成25年度 公共事業に係る政策評価の点検結果（総務省）をもとに作成

事業目的 整備内容 総務省指摘

① 【簡易水道再編推進事業】（北海
道置戸町）

既存の簡易水道施設等の水源を
統合し、施設を更新して一元管理
をすることにより、施設の老朽化、
水量不足及び水質悪化等を解決
させ、安全な水道水を将来に向
けて安定的に供給する。

経営・管理
の一元化、
水源の統合、
施設・管路
の更新

・ 本評価書では回避支出法（注）を採用し、給水区域内の需要者が独自に井戸を設置して水道と同等の水を確保する場合に要する費用（「井
戸の建設費」、「維持管理費」及び「水質検査費」）が本事業によって回避できるとして、当該費用を便益に計上している。

井戸の維持管理費のうち、電気代には基本料金と電力量料金を計上しているが、既に電力会社と契約済みで、新たに基本料金を要しない
者がいると想定されるにもかかわらず、全需要者分の基本料金を計上している。

実態として、どの程度の需要者が、想定しているような状況にあるかを把握していないのであれば、便益を過大に見積もることのないよう、全
需要者分の基本料金を計上すべきではない。

（注） 回避支出法…需要者がリスクを埋め合わせるために支出する費用を価値とみなす便益の算定方法

② 【簡易水道再編推進事業】（愛知
県豊田市）

給水区域に閑羅瀬飲料水供給施
設等を取り込むことで未普及地を
解消し、効率的な給配水を図り、
また、老朽化した施設の再編成、
更新等を行い、水の有効利用に
よる安全で安定した水の供給を
図る。

浄水場の統
廃合、自動
運転集中管
理化、浄水
処理方法の
変更

・ 費用として計上している「維持管理費」については、人件費、動力費、薬品費等を見込むものとし、「維持管理費の算出の基礎となっている、
薬品費及び動力費を含む需用費（薬品費、燃料費、動力費、修繕費等）の平成29年度見込額が22 年度決算額の約50％となったことから、22 
年度決算額43,426 千円の半分とした」とのことだが、燃料費等の「維持管理費」の算定の基礎となる費目以外の費目を含めた需用費を基に比
率を計算し、その比率を22 年度決算額に乗じて「維持管理費」を算定することに合理性はなく、29 年度の動力費等の見込額を把握しているの
であれば、その額を基に「維持管理費」を算定すべきではないか。

③ 【簡易水道再編推進事業】（愛知
県設楽町）

名倉簡易水道、津具簡易水道の
経営を統合し、経営基盤の強化
を図る。

また、老朽化した管路の耐震化、
老朽施設の更新を行い、より安
全・確実な水の供給を図る。

経営の一元
化並びに取
水施設、浄
水施設、配
水施設及び
管路の耐震
化

・ 便益として計上している「断減水被害額の低減分」については、給水人口を基に算出している。
本評価では、便益の算出過程において用いられている給水人口を平成22年度の実績値としているが、「水道事業の費用対効果分析マニュ

アル」（平成23 年７月厚生労働省健康局水道課）によれば、便益の発現時期は事業完了の翌年度（ただし、当該事業や地域の特性等を考慮

して、独自にその根拠を明示して便益を算定することは差し支えない。）とされていることから、便益を計算するに当たっては、便益の発現が見
込まれる年度の給水人口の推計値を用いるべきではないか。

・ 便益として計上している「復旧工事費の減少分」については、管路の整備期間前後の被害件数の差、被害箇所１か所当たりの復旧工事費及
び想定地震の発生確率（注）を基に計算している。
本評価で用いられている、被害箇所１箇所当たりの復旧工事費1,000 千円の根拠が明らかにされていないので、その根拠を示されたい。

（注） 当該地域において、事業完了後の算定期間（50 年間）に見込まれる地震の発生確率

・ 便益として計上している「漏水損失額の低減」については、管路の整備期間前後の有収率（注１）の差、１日平均給水量及び給水原価（注２）
を基に計算しているが、有収率及び１日平均給水量について、以下のとおり疑問がある。

（注１） 水道施設から給水される水量と料金徴収の対象となった水量の比率（注２） 水道水を１㎥作るために必要となる経費

（１）本事業は、管路の整備が完了した後の期間においては整備した管路の維持管理のみを行うものであるにもかかわらず、当該期間におい
て有収率が順次向上するよう推計しており、そのような推計をすべきではない。

（２）便益の算定に用いる管路の整備期間前後の「有収率の差」については、推計した有収率を用いて算定すべきところ、実際の便益の算定で
は、推計した数値によらず、根拠が不明な数値を用いていることから、適切な推計を行った上で、当該推計の数値を用いて便益を算定すべ
き。

（３）１日平均給水量について平成22年度の実績値を用いているが、便益の発現が見込まれる年度の推計値を用いて便益を算定すべき。

・ 費用として計上している「維持管理費」については、マニュアル中の算定事例に示されていた計算例をそのまま設定しているが、「事業費の
５％」には具体的な根拠がなく、個別の評価に当てはめることができる数字ではないため、本評価に係る実績値や事業計画を考慮して維持管
理費を算出すべき。

総務省による政策評価の点検について（５／６）



事業目的 整備内容 総務省指摘

④ 【簡易水道再編推進事業】（和歌
山県那智勝浦町）

既存の簡易水道施設を上水道施
設に統合することで、水源の安定
性の確保及び水質の安全性の向
上等を図る。

取水施設・浄水施設の統
合、経営・管理の一元化、
施設・管路の耐震化

・ 本評価書では回避支出法（注）を採用し、給水区域内の需要者が独自に井戸を設置して水道と同等の水を確保する場合に要す
る費用（「井戸の建設費」、「維持管理費」及び「水質検査費」）が本事業によって回避できるとして、当該費用を便益に計上してい
る。

井戸の維持管理費のうち、電気代には基本料金と電力量料金を計上しているが、既に電力会社と契約済みで、新たに基本料
金を要しない者がいると想定されるにもかかわらず、全需要者分の基本料金を計上している。
実態を把握していないのであれば、便益を過大に見積もることのないよう、全需要者分の基本料金を計上すべきではない。

（注） 回避支出法…需要者がリスクを埋め合わせるために支出する費用を価値とみなす便益の算定方法

⑤ 【上水道施設】
（沖縄県豊見城市）

水量が増加する地域への送・配
水整備及び老朽施設の基幹改良
を行い、水の安定供給を図る。

水道施設の改良（送水ポ
ンプ、計装設備、老朽配
水管）及び低水圧地域の
解消、２点分岐、配水池
耐震補強、都市計画道
路に伴う送・配水管の整
備

・ 便益として計上している「断水被害額の低減」のうち、業務営業用に係る被害額については、営業停止損失の大きい業種と小さ
い業種に区分し、その区分に応じた計算方法により算出している。
本評価書では、「水道事業の費用対効果分析マニュアル」（平成23 年７月厚生労働省健康局水道課）において、営業停止損失

の小さい業種に設定されている「卸売」が営業停止損失の大きい業種に含まれているなど異なる分類となっている。

特段の理由がなければ、マニュアルで示されている業種ごとの分類とした上で、営業停止損失の大きい業種と小さい業種の区
分に応じて算出した便益を計上すべきではないか。

出典：平成25年度 公共事業に係る政策評価の点検結果（総務省）をもとに作成

総務省による政策評価の点検について（６／６）



事業評価において、便益算定にあたっての将来の水需要予測が事業実施又は
継続の判断の可否に影響するような場合は、その予測が適切に実施されなけれ
ばならない。

マニュアル（※）では、便益算定の基礎となる人口、需要水量等の将来値は、原則
として直近の実績値や水使用実態を勘案した合理的な予測を行うものとしてい
る。

また、客観的に見て妥当なものとなるよう以下の事項に留意することとしている。
・人口推計は、コーホート要因法など人口動態の実績に基づいて推計
・需要予測は、重回帰など、できるかぎり要因分析的な手法により推計

事業評価により算出された水需要予測は、次回の事業認可又は届出における
水需要予測の簡素化が可能となることに留意し、適正に算出すること。

※「水道事業の費用対効果分析マニュアル（平成23年7月改訂）」

事業評価の適正な水需要予測の実施



個別ダム検証の進め方等（１／４）



個別ダム検証の進め方等（２／４）



個別ダム検証の進め方等（３／４）



ダム検証に関係する水道事業者におかれては、事務連絡（平成２２年９月３０日）を踏まえ、検討主体に対して
必要な協力を引き続き実施するようお願い申し上げます。

個別ダム検証の進め方等（４／４）



○水利権の更新にかかる上記手続きにあたっての河川法第35条協議について、
水利権の許可期限を過ぎてから、協議書が送付（河川管理者→厚生労働省）されるケースがある。

河川法第23条（流水の占用）等の許可（更新）申請については、水道事業者から河川管理者（国交省）へ申請さ
れた後、国交省にて審査され、許可までの間に、厚生労働省への協議がなされる。
→ 河川法第35条（関係行政機関の長との協議）

■安定水利権
○許可期限前に更新の申請をしていれば許

可期限を過ぎても不許可の処分があるまで
は効力は存する。

→河川管理者に申請した時点（不許可になら
なければ）で、水利権は消滅しない。

■暫定水利権
○許可期間が短期（原則として１年～３年）であ

り、その期限が過ぎれば失効する。

→更新申請していない場合、許可期限が満了
になった時点で、権利消滅との解釈も・・・
安定水利権よりも弱い立場

各水道事業者において、水利権の更新（特に暫定水利権）を申請する場合、
水利使用規則に定められた申請期間（許可期限の６ヶ月前～1ヶ月前）のうち、できる限り早
い時期に更新許可の申請を提出するよう、対応に留意するようお願いする。

※水道事業者等に対するそれぞれの「水利使用規則」では、一般的に「許可期間の更新の許可の申請は、
許可期限の６月前から１月前までの間にしなければならない。」と定められている。

水利権の更新手続きについて



水循環施策の総合的かつ一体的推進

健全な水循環の維持又は回復

第１回水循環政策本部会合（２０１４年７月１８日）
で挨拶する安倍内閣総理大臣 <官邸HPより>

水循環基本法（平成26年4月2日公布、7月1日施行）のポイント

１．水循環に関する施策を推進するため、水循環政策本部を設置
２．水循環施策の実施にあたり基本理念を明確化
３．国、地方公共団体、事業者、国民といった水循環関係者の責務を明確化
４．水循環基本計画の策定
５．水循環施策推進のための基本的施策を明確化

水循環政策本部長：内閣総理大臣
水循環政策副本部長：内閣官房長官及び

水循環政策担当大臣
水循環政策本部員：すべての国務大臣

水循環基本計画の案の作成及び実施の推進
関係行政機関が水循環基本計画に 基づいて
実施する施策の総合調整
水循環に関する施策で重要なものの 企画及び
立案並びに総合調整

組
織

事
務

水循環に関する施策を“集中的” かつ“総合的” に
推進するため。

目
的

水循環政策本部－内閣に設置－

経済社会の健全な発展
国民生活の安全向上

水循環基本法について



○ 水循環と我々の関わり
○ 水循環基本計画の位置付け、対象期間と構成

１ 流域における総合的かつ一体的な管理

２ 健全な水循環の維持又は回復のための取組の積極的な推
進
３ 水の適正な利用及び水の恵沢の享受の確保
４ 水の利用における健全な水循環の維持
５ 国際的協調の下での水循環に関する取組の推進

第２部（続き）

（４） 水の効率的な利用と有効利用
（５） 水環境の保全と回復
（６） 水循環と生態系
（７） 水辺空間
（８） 水文化
（９） 水循環と地球温暖化

４ 健全な水循環に関する教育の推進等
（１） 水循環に関する教育の推進
（２） 水循環に関する普及啓発活動の推進

５ 民間団体等の自発的な活動を促進するための措置
６ 水循環施策の策定及び実施に必要な調査の実施

（１） 流域における水循環の現状に関する調査
（２） 気候変動による水循環への影響と適応に関する調査

７ 科学技術の振興
８ 国際的な連携の確保及び国際協力の推進

（１） 国際連携
（２） 国際協力
（３） 水ビジネスの海外展開

９ 水循環に関わる人材の育成
（１） 産学官が連携した人材育成と国際人的交流

１ 水循環に関する施策の効果的な実施
２ 関係者の責務及び相互の連携・協力
３ 水循環に関して講じた施策の公表

１ 流域連携の推進等
-流域の総合的かつ一体的な管理の枠組み-
（１） 流域の範囲
（２） 流域の総合的かつ一体的な管理の考え方
（３） 流域水循環協議会の設置と流域水循環計画の策定
（４） 流域水循環計画
（５） 流域水循環計画の策定プロセスと評価
（６） 流域水循環計画策定・推進のための措置

２ 貯留・涵養機能の維持及び向上
（１） 森林 （２） 河川等 （３） 農地 （４） 都市

３ 水の適正かつ有効な利用の促進等
（１） 安定した水供給・排水の確保等 危機的な渇水への対応等

（２） 持続可能な地下水の保全と利用の推進
（３） 水インフラの戦略的な維持管理・更新等

総論

第１部 水循環に関する施策についての基本的な方針

第２部 水循環に関する施策に関し、政府が総合的かつ

計画的に講ずべき施策

第３部 水循環に関する施策を総合的かつ計画的に推進する
ために必要な事項

水循環基本計画（平成27年７月策定）



・ 地方公共団体、国の地方支分部局、事業者、団体、住民等

が一体となり、流域水循環協議会を設置。

・ 流域水循環協議会が、各分野の横串を刺した総合的な流域

水循環計画を策定。

・ 流域水循環計画で示される基本的な方針のもとに有機的な連携

が図られるよう、森林、河川、農地、下水道、環境等の水循環に

関する各種施策について関係者は相互に協力し、施策を実施。

・ 地方公共団体、国の地方支分部局、地下水利用者、その他の

関係者が連携し、地下水協議会を設置。

・ 地下水協議会の構成主体が連携し、地下水の実態把握、保全・

利用、涵養、普及啓発等に関して基本方針を定め、地域の実情

に応じ段階的に実施。

・ 国と都道府県は連携を図り、観測、調査、データ整備及び分析

を実施。

２．関係者が一体となった地下水マネジメント

１．流域単位で水循環計画を新たに策定
水循環施策の
取り組みイメージ

地下水マネジメントに向けた取り組みイメージ

水循環基本計画のポイント



改正以前 十分な耐震化が図られていない状況

検討会

審議会

H18：管路の耐震化に関する検討会

H19：水道施設の耐震化に関する検討会

厚生科学審議会生活衛生水道部会

省令改正
・備えるべき耐震性能を明確化

・更新に併せて耐震化を推進

改正省令の公布：平成20年3月28日 改正省令の施行：平成20年10月1日
施行通知： 平成20年4月8日 健水発0408001号 厚生労働省水道課長通知

水道施設の技術的基準を定める省令（H20改正）



対レベル１地震動 対レベル２地震動

重要な水道施設 健全な機能を損なわない 生ずる損傷が軽微であって、
機能に重大な影響を及ぼさ
ない

それ以外の水道
施設

生ずる損傷が軽微であって、
機能に重大な影響を及ぼさ
ないこと

レベル１地震動 ：施設の供用期間中に発生する可能性（確率）が高い地震動

レベル２地震動 ：過去から将来にわたって当該地点で考えられる最大規模の

既存施設への適用： 既存施設についても、時を移さず新基準に適合させることが望まし
いが、大規模な改造のときまでは新基準の適用を猶予する。

強さを有する地震動

(平成20年3月28日改正 水道施設の技術的基準を定める省令)

水道施設の重要度と備えるべき耐震性能



重要な

水道施設

・取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設

・配水施設のうち、破損した場合に重大な二次災害を生ずる
おそれが高いもの

・配水施設のうち、配水本管及びこれに接続するポンプ場、
配水池等、並びに配水本管を有しない水道における最大
の容量の配水池等

それ以外の

水道施設

・上記以外の水道施設

→配水支管、末端部の小規模な配水池など

当該水道において最大でない配水池等についても重要度の高い配水池等につ
いてはより高い耐震性能が確保されることが望ましい

水 道 の 施 設 基 準
＜水道施設の重要度による分類＞



（１）現に設置されている水道施設の耐震化

• 速やかに耐震診断等を行い耐震性能を把握し、早期に耐震化計画を策定した上で、計
画的な耐震化の推進が望ましい。

• 重要度、緊急度の高い対策から順次計画的な耐震化が望ましい。

〔参考となる図書〕

・ 「水道の耐震化計画等策定指針」

・ 「管路の耐震化に関する検討会報告書」
・ 「水道施設耐震工法指針・解説 2009」 （日本水道協会）

（２）水道の利用者に対する情報の提供
• 水道施設の耐震化のため、必要な投資に対する水道の利用者の理解が不可欠である。

平成20年4月8日 健水発0408002号 厚生労働省健康局水道課長通知

平成23年10月3日水道法施行規則の一部改正

規則第17条の２において定める水道事業者が水道の需要者に対して情報提供を行う事項

に、水道施設の耐震性能及び耐震性の向上に関する取組等の状況に関する事項を追加し
た。（年１回以上）

水道施設の耐震化の計画的実施について



【平成25年度管路の耐震化に関する検討会】
（座長）国立保健医療科学院上席主任研究官 伊藤 雅喜
（開催日）平成25年10月９日（第１回）～平成26年３月20日（第３回）
（検討内容）・平成18年度検討会報告書における管路の耐震性評価を踏まえた東日本大震災管

路被害の分析
・管路耐震化に向けて水道事業者等が取り組むべき事項のとりまとめ

平成25年度管路の耐震化に関する検討会



基幹管路 浄水施設 配水池
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べ耐震化が進んでいる。

施設の全面更新時に耐震化
が行われる場合が多く、基幹
管路と比べても耐震化が進
んでいない。

水道施設における耐震化の状況（平成26年度末）
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国

水道管路は、高度経済成長期に多くの延長が布設されているが、これらの多くは耐震性が低く、震災時の安定給水に
課題がある。全国の耐震適合性のある管路の割合は３６．０％にとどまっており、事業体間、地域間でも大きな差があ
ることから、全体として底上げが必要な状況である。

【全国値】（平成25年度） （平成26年度）

３４．８％ → ３６．０％
１年間の伸びは１．２ポイント

水道基幹管路の耐震適合率（平成26年度末）
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水道基幹管路の耐震適合率（平成26年度末）
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耐震化計画の策定状況（H26年度調査）
耐震化計画策定指針の策定を通じて、水道事業体の耐震化計画の策定支援を行っているものの、中小水道
事業体を中心に耐震化計画策定率は低い状況にあり、水道施設の耐震化を全国的に進めていくためにも、
策定率を向上していく必要がある。
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事業規模が小さいほど、耐震化計画の策定が進んでいない状況



厚生労働省は、平成9年1月に「水道の耐震化計計画等策定指針(案)」を作成し、平成20年3月の改定により「水道
の耐震化計計画等策定指針」として公表している。
しかしながら耐震化計画の策定率は中小規模の水道事業体を中心に依然として低い状態にある。
東日本大震災の経験や新たに得られた知見を踏まえる必要がある。
H26年度に水道の耐震化計画等策定指針検討会を設置し、当該指針の構成や耐震化推進に関する事項について検討
し、その結果を踏まえ 、H27年6月、「水道の耐震化計計画等策定指針」を改定した。

「水道の耐震化計画等策定指針」の改定について

（記載内容の充実）
被害想定方法や地震対策等の内容と津波対策や広島市等の土砂災害を踏まえた水害対策の内容を充実。

（記載方法の工夫）
ポイントを枠線で囲み直下に【解説】として説明を記載、策定フロー図や用語の説明等を追記する等、わかりやす
く。

（計画策定の容易化）
耐震化計画の検討事項は多岐に渡るため、まずは項目を選んで計画策定して良い旨を明記した。
（耐震化方針を取り込んだ更新計画、地震対策の一部を対象とした計画でも良い等）
耐震化計画未策定の事業者でも自ら作業できるように検討ステップ数に応じて3タイプの「耐震化計画策定ツー
ル」を作成し、その「ツールの解説と計画事例」を冊子にまとめた。
耐震診断の指針・基準のリストや他の事業等の耐震化計画事例等を「資料編」にとりまとめ、作業従事者への便宜
を図った。

主な改定内容

作業人員の確保が困難な中小水道事業体に向けた技術的支援にも配慮した。計画未作成の事業体においては、即
時、作業着手に努められたい。
→ 全国的に耐震化計画策定率を向上させることで、着実な水道施設の耐震化を促進させる。

改定の狙い

水道の耐震化計画等策定指針の改定



１事業あたり重要給水施設箇所数 重要給水施設への基幹管路耐震適合率

人口規模が増えるほど重要給水施設への耐震適
合率が高くなる傾向にあり、全体の耐震適合率は
40.9%と水道統計における管路全体の耐震適合率
36.0%より4.9ポイント高くなっている。

重要給水施設への耐震化状況

平均で３３箇所/事業 基幹管路耐震適合率36.0%
重要給水施設への耐震適合率40.9% 

人口規模が小さくなるほど、人口10万人あたりの重要給水施設の設定数は
増加する傾向にある。

人口規模が増えるほど重要給水施設を多く設定している傾向にあり、１事業
あたりの平均での重要給水施設箇所数は３３箇所である。

（調査データはH28年2月2日時点の集計値）
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水道耐震化ポータルサイト(水道耐震化推進プロジェクト)

• 水道事業体のPRを支援するサイト
・水道の耐震化に関する広報・パンフレット・写真等の情報発信を行う。

http://suido-taishin.jp/

http://www.suidosos.com/

サイトの掲載内容（予定）
・耐震化率都道府県別マップ★
・耐震関連水道HotNews ★
・水道管路被害予測システム及び手引き
・適合地盤判定支援
・水道事業体の広報事例★
・水道施設の災害写真等★
・水道PRキャンペーン関連情報

水道ＳＯＳ図鑑、スローガン
Ｄｒ．すいどー、テレビCM、パンフ等

水道耐震化ポータルサイト 検索

注）★印など一部掲載中

今後充実していく予定

みんなの水道クリニック 検索
注）水道PRキャンペーンのWebサイトも掲載しています



地 震 名 等 発 生 日 最大震度 地震規模(Ｍ) 断水戸数 最大断水日数

阪神・淡路大震災 平成 7年 1月17日 7 7.3 約 130万戸 90日

新潟県中越地震 平成16年10月23日 7 6.8 約 130,000戸 約1ヶ月
（道路復旧等の影響地域除く）

能登半島地震 平成19年 3月25日 6強 6.9 約 13,000戸 13日

新潟県中越沖地震 平成19年 7月16日 6強 6.8 約 59,000戸 20日

岩手・宮城内陸地震 平成20年 6月14日 6強 7.2 約 5,500戸 18日（全戸避難地区除く）

岩手県沿岸北部を震源とする地震 平成20年 7月24日 6弱 6.8 約 1,400戸 12日

駿河湾を震源とする地震 平成21年8月11日 6弱 6.5 約75,000戸※ 3日

東日本大震災 平成23年3月11日 7 9.0 約 256.7 万戸 約5ヶ月（津波地区等除く）

長野県神城断層地震 平成26年11月22日 6弱 6.7 約 1,300戸 24日

※駿河湾で断水戸数が多いのは緊急遮断弁の作動によるものが多数あったことによる。

主な地震による被害

主な大雨等による被害主な大雨等による被害

近年の自然災害による水道の被害状況

時期・地域名 断水戸数 最大断水日数

平成22年 梅雨期豪雨 （山口県、秋田県、広島県等） 約 17,000戸 6日

平成23年7月 新潟・福島豪雨 約 50,000戸 68日

平成23年9月 台風12号（和歌山県、三重県、奈良県等） 約 54,000戸 26日(全戸避難地区除く)

平成25年7・8月 梅雨期豪雨（山形県、山口県、島根県等） 約 64,000戸 17日

平成26年7～9月 梅雨・台風・土砂災害（高知県、長野県、広島県、北海道等） 約 55,000戸 36日

平成27年9月 関東・東北豪雨(茨城県、栃木県、福島県、宮城県） 約 27,000戸 11日

平成28年1月 寒波による凍結被害（九州を中心とした西日本一帯、1府20県） 約504,000戸 6日



平成27年9月関東・東北豪雨
台風18号が9月9日10時過ぎに愛知県に上陸し

た後同日21時に温帯低気圧に変わった。関東・東
北地方で記録的な大雨となった。

19河川で堤防が決壊。61河川で氾濫等の被害
が発生し、人的被害としては死者8人、負傷者49人
となった。

特に鬼怒川の溢水と決壊は常総市において約
4000haが浸水し、約4400戸の床上浸水及び約
6600戸の床下浸水の被害をもたらした。

(1) 断水状況

被災県 最大断水戸数 断水期間

栃木県（5市1町） 11,451 9/9-19

福島県（1市1町） 641 9/10-12

宮城県（3市） 2,765 9/11-12

茨城県（2市） 11,818 9/10-21

計 26,675

茨城県内：約11,818戸

常総市:約11,800戸

下妻市:18戸

日光市:697戸

栃木市:2200戸

那須塩原市
:940戸

塩谷町:110戸

小山市:7500戸

栃木県内：11,451戸

下野市:4戸



県 被災自治体
給水車（1日当

たり最大）
応援事業体等

栃木県 日光市 ３台

栃木市 ７台 宇都宮市、佐野市、芳賀中部上水道企業団（栃木
県）

小山市 １８台 足利市、栃木県企業局、宇都宮市等（栃木県）

富士宮市（静岡県）、大泉町（群馬県）、結城市（茨城
県）
民間企業等

那須塩原市 ５台 民間企業

塩谷町 ２台

宮城県 栗原市 ２台

仙台市 １台

茨城県 常総市 ２４台 日立市、水戸市、茨城県企業局等（茨城県）

(2) 応急給水

注）日本水道協会、自治体災害協定、友好都市による支援
注）自衛隊や民間企業の給水車も参加



断水戸数の推移

常総市東部配水場
仮復旧

常総市相野谷浄水場
配水ポンプ仮復旧

鬼怒川等決壊

最長断水期間 １２日間（常総市）

断水解消
常総市相野谷浄水場
浸水解消



平成28年1月 寒波による凍結・断水被害（2/8 12：00現在）

1月23日から25日にかけて強い冬型の気圧配置となり、九州北部地方の約1,500メートル上空には氷点
下15度以下の寒気が流れ込んだ。

この寒気により24日から26日朝にかけて、厳しい冷え込みとなり、特に24日は、山口、佐賀、長崎で真
冬日となるなど、各地で日中の気温が氷点下となり、各県で日最低気温が観測史上1位となる観測点が
あった。

この寒気の影響で九州を中心に西日本一帯で給水管（一部配水管等）の凍結による断水や管の破損、
漏水が多発するとともに、一時期に多大な漏水量となったため配水池が水位低下を起こし地域的な大規
模断水が頻発したことにより、1府20県で約50万4千戸が断水した。（全戸復旧済、断水期間：1/24～2/1）

(1) 断水状況

被災府県 最大断水戸数 断水期間 被災県府県 最大断水戸数 断水期間

静岡県（1市1町） 125 1/25-29 香川県（1市1町） 179 1/26-27

三重県（1市） 20 1/25 愛媛県（2市4町） 4,399 1/25-30

京都府（2市） 187 1/27 高知県（3町） 1,370 1/26-31

奈良県（1町） 4 1/25-26 福岡県（16市10町2村） 220,808 1/25-30

和歌山県（2市2町） 66 1/24-26 佐賀県（6市5町） 31,240 1/25-30

鳥取県（2市4町） 75,054 1/26-27 長崎県（11市4町） 63,184 1/25-31

島根県（8市4町1村） 24,114 1/24-31 熊本県（5市5町） 14,491 1/25-30

岡山県（2市2町） 2,406 1/25-28 大分県（4市1町） 28,243 1/25-29

広島県（2市1町） 2,383 1/26-2/1 宮崎県（3市2町） 5,965 1/25-30

山口県（6市1町） 9,843 1/25-30 鹿児島県（7市3町） 18,964 1/25-31

徳島県（2市1町） 1,434 1/26-31 合計1府20県（83市55町3村） 504,479 1/24-2/1



被災府県 被災自治体 応援事業体等

鳥取県 米子市 2市3町 ： 鳥取市、倉吉市、伯耆町、江府町、八頭町

大山町 3町 ： 三朝町、北栄町、江府町

島根県 浜田市 2市 ： 広島市、岡山市

岡山県 勝央町 1市 ： 美作市

広島県 北広島町 11市 ： 広島市、福山市、尾道市、竹原市、江田島市、三次市、廿日市市、三
原市、呉市、安芸高田市、庄原市

山口県 長門市 1市 ： 周南市

萩市 3市 ： 岩国市、光市、柳井市

徳島県 三好市 5市 ： 鳴門市、小松島市、阿南市、徳島市、吉野川市

愛媛県 四国中央市 1市 ： 居浜市

福岡県 大牟田市 2市1町 ： 福岡市、久留米市、南関町

宮崎県 えびの市 1市 ： 宮崎市

都城市 4市 ： 宮崎市、日南市、日高市、日向市

五ヶ瀬町 1町 ： 日之影町

計 10市4町 延べ33市8町

(2) 応急給水（各水道事業者等（日本水道協会等）からの支援状況）

※自衛隊支援：島根県（2市）、広島県（1町）、福岡県（6市7町）、佐賀県（2市）、長崎県（5市1町）、大分県（1市）、
宮崎県（2市）、鹿児島県（2市） ～ 計 8県（20市9町）

※国土交通省支援（散水車 生活用水）：徳島県（1市）、福岡県（1市）、佐賀県（1市）、鹿児島県（1市）～計4県（4市）
※民間支援（管工事業協同組合等）：出雲市、大牟田市、筑紫野市



健康危機管理の適正な実施並びに危機管理情報の提供について

■｢健康危機管理の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情
報の提供について｣（平成25年10月25日、厚生労働省健康局水道課長通知）

※平成14年課長通知、平成19年事務連絡は廃止

事故・災害等により水道施設が破損・故障するなど、減断水等の被害が
あった場合は、厚生労働省（都道府県）へ報告願います。

○自然災害による被害（事業者⇔都道府県⇒厚労省）
・地震による断水等（震度４以上の地域がある都道府県は被害がなくても厚労省へ報告）
・渇水、豪雨、大雪、落雷、火山噴火等による断水等

○事故等による被害（大臣認可事業者⇒厚労省、事業者⇔都道府県⇒厚労省）
・配水管破損事故（断水戸数100戸超）、施設の障害（故障、操作ミス等）、減断水が生じていなくても社会的影響が大
きい事故（通行止め、薬品流出、ガス管折損等）等

○健康に影響を及ぼす（おそれのある）水質事故、水道に対するテロ、情報システム障害等
（大臣認可事業者⇒厚労省、事業者⇔都道府県⇒厚労省）

※詳細は水道課長通知（健水発1025第1号（平成25年10月25日））、厚労省HPを参照。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/kikikanri/index.html



水道事業者に求められる措置

１．指定給水装置工事事業者に対する講習・研修の実施
指定工事事業者への必要な情報提供と届出の徹底

２．給水装置工事主任技術者等に対する研修の実施
研修機会の適切な確保について指定工事事業者へ助言・指導

３．需要者への指定給水工事事業者に関する情報提供
工事依頼の際に参考となる情報を理解しやすく入手しやすい形式で提供

４．指定給水工事事業者の指定取消し処分基準の整備
処分基準を定め公平な指定取消しを実施

５．各主体（水道事業者、指定工事業者等）からの啓発・広報活動
給水装置の維持管理区分、指定制度の概要などを定期的に情報提供

６．適切な配管技能者（施行規則第36条第2号に規定）の確保
配水管の分岐からメーターまでの工事における「技能を有する者」の従事について
指定工事事業者へ助言・指導

平成２０年３月２１日水道課長通知（健水発第0321001号）

「給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について」

※詳細は水道課長通知（厚生労働省HP）を参照
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/hourei/ji
muren/h19.html



平成２７年度の違反行為の報告は６件（H28.1.31現在）

６件のうち５件が「無届工事」

（具体的な内容）

・水道事業者へ給水装置工事の届出をせず承認もなし

・水道事業者との連絡調整（工事完了の報告）なし

・水道事業者の検査前に通水

・水道メーター未設置又は規格外メーターを設置し通水

・道路管理者への占用の届出なし

・１回の報告であるが複数箇所の現場で違反行為

（処分の内容）

・６件全てに、水道課長からの警告文書による厳重注意

※２回目の報告（故意の違反行為繰り返しに該当）の場合は、厚生労働大臣から
免状の返納命令になることがある。

給水装置工事主任技術者の違反行為の報告

※ 水道法違反行為（返納命令及び警告案件）の把握には、水道事業者の協力が不可欠です。
積極的な報告をお願いします。

○水道法第二五条の五第三項に基づく給水装置工事主任技術者免状の返納命令に係る取扱いについて
(平成11年8月24日) (生衛発第1185号)



課題解決の方向性

現状の課題（カッコは厚労省アンケート結果（H25年度末））

①指定工事事業者制度への更新制の導入

②適切な配管技能者の適正な配置の促進

③主任技術者の講習会受講の促進

④指定工事事業者講習会の実施の促進

⑤処分環境の整備

⑥水道利用者への情報提供の充実

「平成27年度 指定給水装置工事事業者制度に係る検討会」取りまとめ概要

①指定工事事業者、主任技術者の技術力やモラル、お客様サービス意識の不足
(指定工事事業者の違反行為 ： 約１千７百件）・・・図1参照

(利用者から水道事業者への苦情 ： 約 ４千８百件）・・・図2参照

○指定工事事業者・主任技術者等の実態把握が不十分（不明工事事業者の存在）
(連絡がつかないなど実態のない不明工事事業者数 ： 約３千者）

○指定工事事業者、主任技術者等に対する講習会の実施が不十分
（指定工事事業者への講習会実施率：約４５％）

○指定工事事業者に対する処分・指導監督が不十分
(処分基準の策定率：約６５％）

②指定工事事業者に関する水道利用者への情報提供不足
(約９割の水道事業者が情報提供を実施しているが、修繕対応可否等の提供は４.４％)

（解決の方向性）

図1 違反行為の内訳※複数回答分を含む

図2 苦情の内訳※複数回答分を含む

合計 1,740件

合計
4,864件

（対策案）

「指定に一定の有効期間を設け、一定年で更新しなければ失
効するものとする。」

（効 果）

・水道事業者は定期的に指定工事事業者の実態を把握でき指
導・監督に活かす

・不明工事事業者の自動排除等

今後は審議会等において、さらに詳細な検討を進めていく。



鉛に関する水道水質基準
0.01mg/L 以下に強化 （H15.4.1より）

「鉛製給水管の適切な対策について」 （H19.12課長通知）

①使用者（所有者）を特定し、個別に定期的に広報活動を実施

②布設替計画の策定
特に公道部（配水管分岐部～水道メーター）の布設替え促進

③布設替えが完了するまでの水質基準の確保
鉛の溶出対策 や 鉛濃度の把握

鉛製給水管への適切な対応

鉛製給水管延長
H22：6,898km（▲633km）
H23：6,670km（▲228km）
H24：6,310km（▲360km）
H25：5,751km（▲559km）

鈍化傾向

※詳細は、http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kyusui/01a.html



平成27年度の一般管理費等率の上方修正に伴い、現場管理費の外注経費（外注する際の一

般管理費等）も上方修正することとし、現場管理費率を改定する。

③現場管理費率標準値の変更（上方修正）

平成２８年度水道施設整備費に係る歩掛表 主な改定点（予定）①

積算基準の適用範囲について、浄水場等の電気機械設備工事については、国土交通省の下

水道用設計標準歩掛等を使用できる旨例示する。

①電気機械工事に適用する積算基準の例について記載

各工種の積算に係る係数等を明示する。（国土交通省土木工事積算基準及びガイドラインに

準ずるもの）

④工事一時の一時中止に伴う増加費用等の積算について新設

共通仮設費、技術管理費として積上げする費用について、「管接合部におけるX線検査」を明

記する。

②技術管理費、管接合部におけるＸ線検査費の積算について明記



・鋳鉄管布設工、硬質塩化ビニル管布設工、ポリエチレン管布設工の管明示テープ歩掛表の備

考欄に明示要領等を記載する。

⑥開削工歩掛、管明示テープ歩掛表の改定

・最小掘削幅（土留なし）を現行５０㎝から拡幅する改定を行う。

・掘削幅の算定は現行の（1）吊込み時の掘削幅、（2）接合時掘削幅、に加えて（3）「最小掘削

幅」についても比較し大きい方を使用する旨改定する。

・ダクタイル鋳鉄管GX形の標準接合作業幅を現行１５０㎜から拡幅する改定を行う。

・会所掘を必要とする継手種別を使用する場合には、適切な掘削断面を確保するよう明記する。

⑤開削工歩掛、掘削幅の算定について改定

平成２８年度水道施設整備費に係る歩掛表 主な改定点（予定）②

長寿命形水道鋼管用無溶剤エポキシ樹脂塗料塗装方法等のJWWA規格の規定に伴い歩掛

表を新設する。

⑦開削工歩掛、鋼管布設工、内外面塗装歩掛表、無溶剤形エポキシ樹脂塗装（1㎜塗）歩
掛表の新設



・さく井工、施工歩掛の備考欄に機械運搬費の取扱いについて追記する。

・管路土工、管路掘削歩掛表等においてバックホウ運転時間を明記するとともに、機械運転表を

整理する。

⑨その他歩掛及び参考歩掛の改定

・空気弁及び空気弁座設置歩掛表の備考欄に接合内容を明示する。

⑧開削工歩掛、その他の改定

平成２８年度水道施設整備費に係る歩掛表 主な改定点（予定）③

一般管理費等の算出の用いるβについて、現行３０％から上方修正する。

⑩設計業務委託標準歩掛、一般管理費等の算定に係る改定

同一敷地内において既存施設を稼働しながら浄水場更新を行う場合において、実施設計の業

務委託に適用する歩掛表を新設する。

⑪設計業務委託標準歩掛、浄水場更新設計歩掛の新設



「発注関係事務の運用に関する指針」を平成27年1月30日に国交省がとりまとめ

国土交通省ホームページより抜粋「公共工事の品質確保の促進に関する法律（品確法）」の一部改正について

☆ 改正のポイントⅡ：発注者責務の明確化

○担い手の中長期的な育成・確保のための適正な利潤が確保できるよう、

市場における労務、資材等の取引価格、施工の実態等を的確に反映した

予定価格の適正な設定

○不調、不落の場合等における見積り徴収 ○低入札価格調査基準や最低制限価格の設定

○計画的な発注、適切な工期設定、適切な設計変更 ○発注者間の連携の推進 等

各発注者が基本理念にのっとり発注を実施

効果効果

○ダンピング受注、行き過ぎた価格競争 ○現場の担い手不足、若年入職者減少
○発注者のマンパワー不足 ○地域の維持管理体制への懸念 ○受発注者の負担増大

＜目的＞インフラの品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保

＜背景＞

☆ 改正のポイントⅠ：目的と基本理念の追加

○目的に、以下を追加

・現在及び将来の公共工事の品質確保 ・公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成・確保の促進

○基本理念として、以下を追加

・施工技術の維持向上とそれを有する者の中長期的な育成・確保 ・適切な点検・診断・維持・修繕等の維持管理の実施

・災害対応を含む地域維持の担い手確保へ配慮 ・ダンピング受注の防止

・下請契約を含む請負契約の適正化と公共工事に従事する者の賃金、安全衛生等の労働環境改善

・技術者能力の資格による評価等による調査設計(点検・診断を含む)の品質確保 等

・最新単価や実態を反映した予定価格
・歩切りの根絶
・ダンピング受注の防止 等

☆ 改正のポイントⅢ：多様な入札契約制度の導入・活用

○技術提案交渉方式 →民間のノウハウを活用、実際に必要とされる価格での契約

○段階的選抜方式（新規参加が不当に阻害されないように配慮しつつ行う） →受発注者の事務負担軽減
○地域社会資本の維持管理に資する方式（複数年契約、一括発注、共同受注）→地元に明るい中小業者等による安定受注

○若手技術者・技能者の育成・確保や機械保有、災害時の体制等を審査・評価

法改正の理念を現場で実現するために、 ○国と地方公共団体が相互に緊密な連携を図りながら協力

○国等が講じる基本的な施策を明示 （基本方針を改正）

○国が地方公共団体、事業者等の意見を聴いて発注者共通の運用指針を策定

H26.4.4
参議院本会議可決（全会一致）

H26.5.29
衆議院本会議可決（全会一致）

H26.6.4
公布・施行

※国交省HPより



「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」の主なポイント
※国交省HPより



全国の電力の約0.8％を消費

「水道事業における環境対策の手引書」の改訂
（平成21年７月）

○具体例の内容の充実
○環境計画の策定、進行管理の内容を盛り込む

（ＨＰで、環境計画策定の支援ファイルを掲載）

手引き改正のポイント

水道事業のエネルギー使用量
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• 水道事業における環境対策の手引書 （H16年3月策定、H21年7月改訂）
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/jouhou/kankyou/090729-1.html

– 第Ⅰ編：水道事業における環境対策

– 第Ⅱ編：水道事業における環境計画策定と進行管理の手引き

– 第Ⅲ編：水道事業における環境対策の具体例

• 再エネ･省エネの導入状況（H20年実態調査、調査事業者数1,603）

水道事業における環境・エネルギー対策の推進



温室効果ガス排出抑制等指針
• 「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき策定する指針。

• 事業者が、温室効果ガスの排出抑制のために講じるべき措置（努力義務）について、部門
別に示すもの。

• 策定状況は以下のとおり。

• 策定済み：業務部門、廃棄物部門、産業部門（製造業）、日常生活部門

• 策定予定：上水道・工業用水道部門、下水道部門、エネルギー転換部門、運輸部門、
産業部門（非製造業）

• 指針の構成は以下のとおり。

１．ソフト対策

例）体制整備、温室効果ガス排出量の把握、PDCAの実施 等

２．ハードに関する対策

（１）設備の選択

例）エネルギー消費効率の高いボイラーの導入 等

（２）設備の使用方法

例）燃焼設備の空気比の適正化 等

３．温室効果ガス排出量の目安（廃棄物部門で二酸化炭素について策定済み。）

出典）環境省、温室効果ガス排出抑制指針等検討委員会（第7回）資料



省エネ法の改正について

・報告単位が変更（事業所単位 → 事業者単位）
・改正後の報告手順

事業全体のエネルギー消費量を把握
→報告対象（原油換算1,500kl/年以上）に該当するか確認
→該当する場合、毎年度７月末日までに、「中長期計画書」

及び「定期報告書」を提出

平成20年５月

・法律の名称が変更
→エネルギーの使用の合理化等に関する法律）

・定期報告書の様式が一部変更

平成25年５月

法改正のポイント

電気の需要の平準化の概念を追加



フロン排出抑制法の改正について

・機器の適切な場所への設置
・機器の点検
・漏えい発見時の漏えい防止措置、修理しないままの充塡の

原則禁止
・点検等の履歴の保存等

管理者の役割

法改正のポイント

・改正後の報告手順
事業全体のフロン類漏えい量を把握
→報告対象（CO2換算1,000トン/年以上）に該当するか確認
→該当する場合、厚生労働大臣に「フロン類算定漏えい量

報告書」を提出

算定漏えい量の報告



○水道事業者等による排出削減見込み量

全国で約35～37万ｔ－ＣＯ２／年

○毎年度省エネルギー・再生可能エネルギー対策の実態調
査を実施

「地球温暖化対策計画」の策定ついて

（平成20年3月閣議決定）

（平成26年１月20日付け事務連絡により調査を実施）

これまでの省エネ・再エネ対策

→ 毎年35～40万ｔ－ＣＯ2の排出削減を達成できていることを確認

今後の取組

○「日本の約束草案」及び「パリ協定」を踏まえ、「地球温暖
化対策計画」を策定予定

→現在計画を策定中



廃棄物・リサイクル対策について

「水道統計の経年分析」より集計

有効利用率の経年変化

※乾燥重量
(注)平成23年度より浄水能力1万m3/日未満の施設も含めた数値を計上している。
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健全な事業運営の持続のための
取組について



水道事業は、水道法第６条第２項により、“市町村経営が原則”であるとともに、地方財政法第６条により、“独
立採算が原則”となっている。

事業収入の約９割を占める水道料金収入は、節水機器の普及や使用水量の減少などの影響により減少傾向
にあり、また今後、人口減少等の影響を受け、益々その傾向は顕著になると見込まれる。

また、事業を担う職員は、市町村等における定数削減のしわ寄せを受け、行政部局よりも大きな削減となって
おり、今後、少子化に伴う生産年齢人口の減少により、より確保が難しくなると見込まれる。

一方で、高度経済成長期に建設した水道施設が耐用年数に達し、今後それら施設の更新・耐震化が急務と
なっており、それら事業の実施に必要な資金、人員の確保が必要である。

水道を取り巻く現状と課題が深刻さを増し、単独では課題の解決が困難である市町村も見られることから、水
道事業を市町村単独で考えるのでなく、地域としてあるべき姿を検討する時期に来ている。

市町村域を越えた“地域の水道”とするための有効な手段の１つが、水道事業の広域化となる。

今後は、水道広域化により事業規模を拡大し、スケールメリットを生かして資金や人員を確保し、運営基盤の
強化を図っていくことが必要である。

地域としてあるべき水道の姿を実現するためには、都道府県のリーダーシップの発揮が不可欠。

水道広域化の必要性
現状と課題

有効な解決策
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都道府県による水道広域化の推進

水道広域化の推進においては、都道府県が中核的・中心的役割を果たすべきとの期待が大きい。
特に、給水人口５０万人未満の水道事業者では、規模が大きくなるほど、都道府県とする割合が高い。

広域化に取り組んでいる都道府県では、水道事業者との検討の場を設置し、広域化に向けた検討を定期的に
行っている。
⇒水道事業者においては、検討の場を活用し、積極的に広域化検討への取り組みをお願いする。

一方で、広域化に取り組み始めていない都道府県の中には、水道事業運営に精通した職員がいないなど、広
域化を推進するための組織体制の強化が必要なところもある。

• 広域化の推進には、都道府県が中核的・中心的な役割を果たすことに
期待が寄せられている。

（出典）「水道事業の統合と施設の再構築に関する調査（官民連携及び広域化等の推進に関する調査）（平成27年3月）」 厚生労働省水道課

水道広域化検討における都道府県への期待 広域化に取り組む都道府県の
具体的な取組内容

広域化検討の場において、
都道府県と水道事業者とが協力し、

積極的に検討を！！

都道府県 大規模事業者



（出典）厚生労働省水道課調べ（平成２７年１２月調査）

広域化検討に向けた協議会等の設置状況

現在、２２道府県において、広域化に向けた検討の動きがある。

このうち２０道府県では協議会等が設置され、多様な形態の連携について検討が行われている。

また、北海道などでは、都道府県が中心となって検討が進められている。



■厚生労働省が示す水道のビジョン

強靱強靱

■都道府県水道ビジョン ： 都道府県水道行政が作成すべきビジョン
広域的な事業間調整機能や流域単位の連携推進機能としての
リーダーシップを発揮し、将来の水道の理想像を実現させるため
の施策推進の姿勢が不可欠

→ 広域的見地から地域の水道のあり方を描き、都道府県内の水
道事業者を牽引する要素を備えるもの

■水道事業ビジョン ： 水道事業者等が作成すべきビジョン
長期的視点を踏まえた戦略的な水道事業の計画立案の必要性、
給水区域の住民に対して事業の安定性や持続性を示していく責
任

→ 必要と考えられる経営上の事業計画について、水道事業のマス
タープランとして策定、公表するもの

新水道ビジョン策定
（平成25年3月）

地域水道ビジョンによる各種施策の積極的な推進

都道府県水道ビジョン作成の手引き

（平成26年3月19日付け健水発0319第3号）

水道事業ビジョン作成の手引き

（平成26年3月19日付け健水発0319第4号）

地域水道ビジョンの推進 （都道府県・水道事業ビジョン）

安全安全

持続持続

挑戦

連携

役割分担の明示

都道府県水道ビジョンの策定
水道事業ビジョンの策定

重点的な実現方策（例）

広域化・官民連携による基盤強化
水道施設のレベルアップ
アセットマネジメントの徹底



○記載事項
１ ビジョンの趣旨 （必要性、目標年度）

２ 一般概況
３ 水道の現況
４ 圏域区分の設定
５ 給水量の実績と水需給の見通し
６ 現状分析と課題の抽出
７ 50年～100年先を視野に将来目標の設定

及び当面10年程度の具体的な取組の設定
８ 策定後のフォローアップ（施策推進体制など）

○作成時の留意事項
• 広域的水道整備計画と整合して包含されたもので

あるとともに、水道事業者等の意見を反映しつつ、
主導的に策定する。

• 地域の実情を的確にとらえ、関係者と連携して広域
化等による人材確保など運営基盤の強化に取り組
み、水道のレベルアップを図る。

• 戦略的アプローチ（アセットマネジメントの実施、水
安全計画及び耐震化計画の策定）に取り組めるよ
う、技術支援のスキームに配慮する。

策 定 状 況
（平成２８年１月１日現在）

都道府県は、個々の水道事業者では解決できない課題や広域的に連携すべき事項等について調整役を果たし、リーダーシッ
プを発揮した助言等により水道事業者を牽引。

将来の水道の理想像を実現させるためには、都道府県が示すビジョンによる施策推進が不可欠。

ビジョン作成にあたっては、管下全域の水道について、広域的な観点から中長期展望に立ち、広域的な連携を考慮しつつ、持
続可能な水道のあり方を示すことが必要。

都道府県水道ビジョン （作成主体：都道府県水道行政担当部局）



ビジョン作成の手引き ： 実現方策推進の目標の設定と実現方策例

都道府県全域を
対象に

現状分析・評価、
課題の抽出

水道の理想像を踏まえ、計画目標年度における将来目標の設定
（都道府県全域又は圏域ごとに設定）

関係性を
明確に！

将来目標の設定

持続
施設再構築等を考慮したアセットマネジメントの実施

（○○年度までに実施率100％）

安全 水安全計画の策定 （○○年度までに策定率100％）

強靱 耐震化計画の策定 （○○年度までに策定率100％）

都道府県内の水道事業者等において、最低限、推進すべき事項

• 行政区域内の水道普及の状況

• 水需要減少下にあっての効率的な施設
配置計画と施設稼働率

• 渇水や水質事故等の緊急時を想定した
水源確保状況

安
全

持
続

強
靭

• 水質検査結果に基づく当該地域の水質
の特徴と適正な水質管理

• 水源汚染リスクの把握と水源汚染事故の
発生状況

• 貯水槽水道の衛生管理

• 合理的な施設規模を設定し、ダウンサイジングを考慮し
た施設再配置計画の策定

• 水源の安定性、緊急時の水源確保への適切な対応

• 布設条件が悪い給水範囲に対して、多様な形態の水供
給の検討の実施

• 原水水質を適切に踏まえた浄水処理の実施

• 水源周辺地域における汚染物質の把握

• 水源汚染リスクを軽減する体制の構築

• 広域的な水質監視体制の構築

• 貯水槽水道への管理強化対策の徹底

• 施設更新計画に基づく計画的な更新の実施
• 耐震化計画に基づく耐震化事業の着実な実施

• 重要給水施設への管路の優先的な耐震化の実施

• 応急給水の体制の構築

• 近隣事業体との資機材等の融通体制の構築

• 資産管理の活用

• 多様な手法による水供給

• 水源環境の保全

• 水道施設レベルアップ

• 重要給水施設への管路の耐
震化対策

• 応急給水対策

• 危機管理対策

• 水質検査結果の評価と必要
な対策の検討

• 水道施設レベルアップ

• 危機管理対策

• 小規模貯水槽対策

• 耐震化計画の策定状況と施設耐震化対
策の実施状況

• 重要給水施設の把握と当該施設への給
水確保状況

• 緊急時における資機材調達の可能性

実現方策（記載例）

現況評価・課題 目標設定 実現方策



ビジョン作成の手引き ： 広域化推進のために取り組む方策

○○圏域

○○市、△△市、□□町

施設の老朽化対策、施設再構築計画策定、職員不足

事業統合、施設の共同化、管理の一体化など

圏 域 名

構 成 市 町 村

地 域 の 課 題

連 携 方 策 案

施設整備等

に関する事項
長期的な水道水の需要と供給の均衡をとることを基本として、重複投資のない合理的なものとするため、広域的視点で施
設の統廃合や共同施設の設置など施設の再構築について配慮すること。

維持管理等

に関する事項
施設及び水質の管理水準の向上のため、管理の一体化など広域的な手法や災害時の相互応援体制などについて考慮す
ること。

財政に関する事項
今後発生する施設更新需要を踏まえた施設整備等の年次別事業費と経常経費及び給水（用水）単価などへの影響につい
て予測することが望ましいこと。

経営に関する事項 複数の水道事業者等の経営の一体化や統廃合による事業運営の効率化などの可能性について配慮すること。

各圏域における広域化に向けた取組方策の明示

広域化に向けた取組方策において配慮すべき点

広域化に向けた取組方策において記載が望ましい点

広域的な事業間調整

①個々の水道事業者では乗り越えられない課題の解決において、他の複数の水道事業者等との広域的な対応が可能な
場合にあっては、その調整役としてどのような役割を果たしていくか。

②広域化の調整にあっては、地理的、歴史的にも圏域の枠組み等も考慮しつつ、広域化に向けた事業間調整において、ど
のようにイニシアティブを発揮していくか。

③中小規模水道事業者の広域化検討を開始する動機付けや最終的な広域化の形態を導き出す助言ができる存在として、
地域の発展を支えるためにどのように対応していくのか。

流域単位の連携推進

①水源保全、水質監視、渇水対策など流域単位で連携すべき多様な事項について、他の行政機関との連携を図りながら、
管内の関係水道事業者等とどのように調整役を果たしていくのか。

②良好な水源水質の確保、省エネ対策など水道事業への多面的な効果が期待できる水道事業者等の流域単位での水循
環、水資源の有効活用方策連携推進を支援する体制をどのように構築していくか。

○○圏域

△圏域

□圏域

◇圏域

【 圏域区分の設定 】

・地理的社会的諸条件等の一
体性に配慮しつつ設定。

・水道事業の運営基盤が強靱
で、持続可能な規模であるこ
と。



ビジョン作成の手引き ： ビジョン策定及び推進のための体制等

策定のための体制 ： 水道事業者等の意見交換を十分に実施した上で、実効性ある内容とすることに留意

①都道府県水道ビジョンの検討にあたって、管内の水道事業者等（全事業又は地域の代表的な事業者）との意見交換
の場を設け、地域の課題と解決策を議論するとともに、水源確保及び広域化等の方向性を導く。

②意見交換により、「安全」、「強靱」、「持続」に関する目標設定及び目標年度を議論し、その目標に向けた都道府県
及び関係者が推進すべき取り組みを整理する。なお、圏域ごとに広域化の検討を進める場合には、圏域ごとの目標
を定めることも差し支えない。

③都道府県内の水道事業者が作成する水道事業ビジョンとの整合についても議論する。

④前述の取り組み及び水道事業ビジョンの策定を推進するための工程表を整理する。

⑤必要に応じ、学識経験者等の第三者からの意見を聴取し、都道府県水道ビジョンの妥当性を検証する。

基本的な策定プロセス

体
制
構
築
を
図
る

フォローアップ ： 5～10年を目途に定期的に実施状況を確認し、課題が生じた場合には適宜見直しを行う

自己
評価

自己評価の理由 次期の進捗の見通し

1
圏域ごとの
広域化の検討

Ｂ
研究会を設置して検討して
いるが、広域連携の形態が
定まらない。

共同施設の計画や人材育
成手法など、個別の連携手
法を確立する。

2
アセットマネジメント
（タイプ４Ｄ）の実施

Ｃ

タイプ１Ｃ実施率は、ほぼ
100％であるが、タイプ４Ｄ実
施率は、10％とまだまだ低
い。

タイプ４Ｄ実施率100％を目
指し、財源確保や広域化の
検討を本格化する。

3 水安全計画の策定 Ｂ
大規模事業体は策定してい
るが、中小規模事業体は検
討段階。

技術支援を継続し、策定率
100％を目指す。

4
耐震化計画及び
再構築計画の策定

Ｃ

上記取組から順次実施のた
め、策定率は耐震化計画で
30％、再構築計画で5％と
なっている。

耐震化計画策定ツールを活
用し、策定推進を図る。

実現方策

進捗状況チェックシート（記載例）

実施体制の
構築

• ビジョン策定後に、どのような実施体制を構築
するかを工程表等に明示しつつ記述。

• アセットマネジメントに関しては、全ての事業者
が実施した後においても、継続的にさらなる広
域化を検討するためのフォローアップを実施。

進捗状況の
チェックと公表

水道事業ガイドラインに基づく業務指標（ＰＩ）など
定量的な値を用いて進捗状況のチェック及び公
表方法を記述。



水道事業ビジョン策定状況の推移

※平成27年度の策定プラン数は平成28年1月1日現在値。

※厚生労働省において内容を確認できた年度で整理。

※複数事業を１プランでまとめているものがあるため、事業数とは一致し
ない。

規模別水道事業ビジョン策定状況

事業数割合（上水道） 事業数割合（用水供給）

【策定済事業数内訳】
全 体 ： ９４８
大臣認可 ： ３８５
知事認可 ： ５６３

【策定済事業数内訳】
全 体 ： ７４
大臣認可 ： ６４
知事認可 ： １０

※策定済事業数は平成27年2月1日現在値。
※「策定済」とは厚生労働省において内容を確認できたもの。

水道事業ビジョン策定状況

（ 上水道事業及び水道用水供給事業における合計プラン数 ）
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ビジョン策定済

上水９４８事業
用供 ７４事業

新水道ビジョンを踏まえ、新たな
目標と実現方策の設定等、必要
に応じて既存ビジョンを改定し、
各種施策のより一層の推進をお
願いする。

ビジョン未策定

上水４５３事業
用供 ２１事業

新水道ビジョンを踏まえ、早
急に水道事業ビジョンを作成
し、各種施策のより
一層の推進をお願いする。



○ 民間の資金・ノウハウを活用し、効率的なインフラ整備・運営やサービ
ス向上、民間投資の喚起による経済成長を実現するため、「ＰＰＰ／Ｐ
ＦＩの抜本改革に向けたアクションプラン」の実行を加速。

○ 既存の事業とイコールフッティングを図るため、既存の制度を公共施設
等運営権方式へ適用する仕組みの検討。

○ 公共施設等運営権方式を推進する観点からも、事業の効率性を高める
必要があることから、水道事業の広域化を含む基盤強化を更に推進す
るための施策を検討。

「日本再興戦略」改訂2015～未来への投資・生産性革命～
（H27.6.30 閣議決定）

○ 向こう３年間（平成26～平成28年度末）を集中強化期間として、空港、
水道、下水道、道路を重点分野とし、公共施設等運営権方式（コンセッ
ション方式）の事業の数値目標を設定【上水道：６件】。

PPP/PFIの抜本改革に向けたアクションプランに係る集中強化期間の
取組方針について （H26.6.16 民間資金等活用事業推進会議決定）

政府におけるPPP/PFI導入に向けた動き

経済財政運営と改革の基本方針2015 （H27.6.30 閣議決定）



○水道分野における官民連携推進協議会の開催
・平成27年度は、富山(7/28)、東京（10/2)、大阪(12/4)、広島(2/5）の４か所で
開催。

○「水道事業における官民連携に関する手引き」の作成（平成26年3月）
・従来のＰＦＩ導入検討の手引き等を再編し、コンセッション方式の導入に向けた検討にかかる
内容等の充実を図った。

昨年度の模様
（仙台会場）

１．地方公共団体及び民間事業者等への働きかけ

厚生労働省における官民連携推進のための取組

コンセッション方式を活用した事業を官民連携等基盤強化の方策の一つとして、事業実施に向けて具体
的な検討を行う段階の案件を対象として、以下の支援事業を平成27年度から開始。

○ 地方公共団体が実施する水道事業における官民連携の導入に向けた調査、計画作成等事業
（生活基盤施設耐震化等交付金 50億円の内数、交付率１／３、実施主体：地方公共団体）

○ 地方公共団体での官民連携の検討を促進させるため、コンサルタントによる助言等を実施
（官民連携等基盤強化支援事業費 ０．１億円、実施主体：国）

２．平成27年度予算における支援措置

○ 従来は、ＢＴＯ方式のみ対象としていたところであるが、平成２７年度より水道施設整備費補助
及び生活基盤施設耐震化等交付金において、ＢＯＴ方式も対象に拡大。

３．水道施設整備におけるＰＦＩ事業への対応



事業実績に照らし、
採用手法の導入が
適切である場合

①対象事業の検討開始

②適切なＰＰＰ／ＰＦＩ手法の選択

③検討・評価

④ＰＰＰ／ＰＦＩ手法を導入

左記以外

PPP/PFI不採用
評価結果公表

不利
有利

【概要】
○ 平成27年12月15日、民間資金等活用事業推進会議で決定。
○ 「経済財政運営と改革の基本方針2015（骨太方針）」（平成27年６月30日閣議決定）を踏まえて、多様な

PPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針を策定。
○ 平成27年12月17日付にて、内閣府・総務省の連名により各都道府県等PFI担当部長あて通知。
○ 平成27年12月18日付にて、厚生労働省水道課より各都道府県水道行政担当部局、各水道事業者等あて依頼。

【対象事業主体】
○ 国、地方公共団体、公共法人（独法、公社等）

【対象施設】
○ 公共施設等（例えば空港、上下水道等の利用料金が発生する施設や庁舎、宿舎、

公営住宅、学校等を含む。）
【対象事業】

○ 整備等（例えば新規建設、改修のみならず、運営、維持管理を含む。）

【検討プロセス概要】

多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針



東日本大震災について



災害復旧事業の実施状況（H28.1.31現在）
■東日本大震災に係る災害復旧補助の査定状況

平成24年度より、沿岸部の水道施
設等に係る災害復旧事業で、復興計
画等との調整により早期の災害査定
の実施が困難な場合には、災害査定
方法等の特例を定めて実施

特例査定後の実施に際しては、厚生
労働省と協議の上、保留解除の手続
きが必要

年度
申請

事業者数
災害査定

件数

事業費及び調査額

通常査定 特例査定

平成23年度 182事業者 241件 301億円 －

平成24年度 48事業者 59件 14億円 1,001億円

平成25年度 3事業者 6件 0.5億円 23億円

平成26年度 2事業者 2件 0.03億円 －

平成27年度 2事業者 2件 0.4億円 －

合計 ※202事業者 310件 315億円 1,024億円

※ 同一事業者を除く

■特例査定の保留解除状況

特例査定 岩手県 宮城県 福島県 合計

事業者数
査定実施 19事業者 22事業者 5事業者 46事業者

協議開始 8事業者 18事業者 3事業者 29事業者

調査額合計（億円） 218 681 124 1024

保留解除
件数（件）

平成24年度 2 12 － 14

平成25年度 16 25 4 45

平成26年度 24 33 8 65

平成27年度※ 11 68 7 86

計 53件 138件 19件 210件

保留解除
事業費（億円）

平成24年度 0.6 13.6 － 14.2

平成25年度 12.7 79.0 6.3 97.9

平成26年度 55.0 97.5 13.9 166.3

平成27年度※ 5.4 108.0 5.4 118.8

計 73.7 298.1 25.5 397.3



日程 会合 内容

H25/2/13 第１回福島県現地調査部会（場所：福島県） 復旧・復興に関する諸手続きについて説明(保留解除に伴う協議設計等)、福島県の被災・復興状況の報告

2/14 第５回宮城県現地調査部会（場所：宮城県） 復旧・復興に関する諸手続きについて説明(保留解除に伴う協議設計等)

2/14 第５回岩手県現地調査部会（場所：岩手県） 復旧・復興に関する諸手続きについて説明(保留解除に伴う協議設計等)

3/12 第３回会合（場所：東京） 平成24年度の取組み状況､被災状況調査について報告､意見交換、平成25年度の予定について情報提供､意見交換

11/27 第６回宮城県現地調査部会（場所：宮城県） 各事業体における現状の課題、支援要望について、復旧・復興に関する諸手続き等における質問と厚生労働省回答に関する意見交換

11/27 第２回福島県現地調査部会（場所：福島県） 保留解除に伴う設計協議の手続き事例について紹介、現状の課題、支援要望について

H26/1/10 第６回岩手県現地調査部会（場所：岩手県） 各事業体における現状の課題、支援要望について、復旧・復興に関する諸手続き等における質問と厚生労働省回答に関する意見交換

3/6-7 第７回宮城県現地調査部会
被災事業体において意見交換
（場所 岩沼市；岩沼市、山元町、亘理町 ／ 南三陸町；南三陸町、気仙沼市、石巻地方広域水道企業団）

3/17 第７回岩手県現地調査部会 被災事業体において意見交換（場所 大槌町）

3/17-18 第３回福島県現地調査部会 被災事業体において意見交換（場所 南相馬市、浪江町、いわき市、双葉地方水道企業団）

3/19 第４回会合（場所：東京） 平成25年度の取組み状況､被災状況調査について報告､意見交換、平成26年度の予定について情報提供､意見交換

9/30-10/1 第８回岩手県現地調査部会（場所：岩手県）
現状の課題、支援要望等に関する意見交換、実施計画協議の進め方等に関する説明（厚労省）及び質疑応答
現地視察（宮古市、釜石市、大船渡市、陸前高田市）

10/3 第８回宮城県現地調査部会（場所：宮城県） 現状の課題、支援要望等に関する意見交換、実施計画協議の進め方等に関する説明（厚労省）及び質疑応答

10/15-16 第４回福島県現地調査部会（場所：福島県）
現状の課題、支援要望等に関する意見交換、実施計画協議の進め方等に関する説明（厚労省）及び質疑応答
放射能対策に関する意見交換、現地視察（小山浄水場、富岡町、広野町）

H27/2/12

-13
第５回福島県現地調査部会

相馬地方広域水道企業団を訪問し、復旧に向けた意見交換及び現地視察（周辺事業体も任意参加）
浪江町役場を訪問し、復旧の見通し及び人的支援について意見交換、現地視察

2/17-18 第９回岩手県現地調査部会 釜石市及び大槌町を訪問し、復旧の見通し及び人的支援に向けた意見交換及び現地視察

2/23-24 第９回宮城県現地調査部会 気仙沼市、女川町及び石巻地方広域水道企業団を訪問し、復旧の見通し及び人的支援に向けた意見交換及び現地視察

3/9 第５回会合（場所：東京） 平成26年度の取組み状況､被災状況調査について報告､意見交換、平成27年度の予定について情報提供､意見交換

9/8-9 第10回岩手県現地調査部会（場所：岩手県）
現状の課題、支援要望等に関する意見交換、実施計画協議の進め方等に関する説明（厚労省）及び質疑応答
岩手県との保留解除協議の申請書類等に関する意見交換
現地視察（宮古市、山田町、釜石市、大船渡市）

9/17-18 第10回宮城県現地調査部会（場所：宮城県）
現状の課題、支援要望等に関する意見交換、実施計画協議の進め方等に関する説明（厚労省）及び質疑応答
宮城県との保留解除協議の申請書類等に関する意見交換
現地視察（石巻地方広域水道企業団）

9/30-10-1 第６回福島県現地調査部会（場所：福島県）
現状の課題、支援要望等に関する意見交換、実施計画協議の進め方等に関する説明（厚労省）及び質疑応答
福島県との保留解除協議の申請書類等に関する意見交換
現地視察（浪江町、双葉地方水道企業団）

3/11 第６回会合（場所：東京都） 開催予定

水道復興支援連絡協議会活動状況（H25～）



盛岡市
(公社)日本水道協会
岩手県支部長

仙台市
(公社)日本水道協会
東北地方支部長

(公社)日本水道協会

厚生労働省水道課

被災水道事業者

○津波により街全体が壊滅的な被害を受け、復旧の目途の立たない地域については、今
後、街づくりと整合した水道の復旧・復興方法についての検討を行い、復旧、復興計
画を策定していく必要がある

○これら一連の取組みに対する技術的支援等を行う枠組みとして東日本大震災水道復興
支援連絡協議会を設置

支援水道事業者

■連絡協議会の基本的役割
・支援を求める被災事業者に対し支援事業者等をマッチン
グ （日水協他）
・支援事業者の求めに応じ水道復興計画に対し技術的助言
（有識者他）
・支援事業者の求めに応じ災害査定国庫補助事務等の情報
提供 （国、県）

■支援事業者の役割（被災事業者の要望に応じ臨
機応変に対応）

・街づくりに伴う水道整備計画（構想）等の立案支援
・復興までの水道事業実施計画の立案支援（一時的な給水
計画等を含む）
・災害査定実務の支援（国、県、日水協等との連絡調整
等）

関係者が連携
して支援

東日本大震災水道復興支援連絡協議会

宮城県

岩手県

(公財)水道技術
研究センター

(一社)全国上下水道
コンサルタント協会

福島県



被災水道事業者 支援水道事業者

被災事業者の応援要請に基づき支援事業者をマッチング

支援事業者は職員派遣による技術協力等で支援

復旧支援状況 平成28年１月時点

復興支援連絡協議会に参加
する水道関係者のバックアップ

連絡協議会参加者

・有識者
・岩手県
・宮城県
・福島県
・日本水道協会
（本部､盛岡市､仙台市他）

・水道技術研究センター
・全国上下水道ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会
・厚生労働省

水道復興支援連絡協議会による基本的な支援体制

復旧・復興支援マッチング

被災事業者等 支援事業者等

岩手

宮古市 岩手県、神奈川県

大船渡市 神奈川県、【八戸圏域水道企業団】

陸前高田市 【盛岡市、一関市、名古屋市、大阪市】

釜石市 岩手県、【北九州市、盛岡市】

大槌町 堺市、岩手県、矢巾町、立川市、板柳町【神戸市】

山田町 【和歌山市、神奈川県】

田野畑村 香川県、岩手県、【紫波町、深谷市】

県 東京都、埼玉県、三重県【高知市】

宮城

気仙沼市
広島市、尼崎市、大阪市、仙台市、神奈川県、宮城県、岡山市、
札幌市水道サービス協会、【千葉県、松山市、さいたま市、桑名市】

岩沼市 【寒河江市、南国市】

亘理町 豊田市、東京都（新宿区）

山元町 横浜市、【蕨市】

七ヶ浜町 【新潟市】

女川町 川西市

塩竃市 【神奈川県】

南三陸町 庄内町、神戸市、横浜市【登米市、豊岡市】

石巻地方
広域水道
企業団

秋田市､さいたま市、桐生市、大阪広域水道企業団、横浜市、仙台市、
阪神水道企業団、八戸圏域水道企業団、復興庁
【北見市､酒田市､川口市､武蔵野市､菊池市、北千葉広域水道企業団､
春日那珂川水道企業団､神奈川県内広域水道企業団】

県
【埼玉県、三重県、神奈川県、香川県、石川県、沖縄県、千葉県、
大阪広域水道企業団、愛知県】

福島
南相馬市 【所沢市､七尾市】

県 【大阪広域水道企業団、愛知県】

他(石巻市､南三陸町) 【現地水質検査チーム（水道技術研究センター､横浜市） 】

※青字は､連絡協議会以外（知事会、市長会等）を通じた人的支援、【】内は現地を終了した支援



食品衛生法（飲料水）の暫定規制値の見直しに合わせて、放射性物質に関する指標、

モニタリング方法、超過時の対応等を平成24年４月１日から適用。

現在の水道水に係る放射性物質への対応

・放射性セシウム134及び137の合計で10Bq/kg
・衛生上必要な措置に関する水道施設の管理目標値とする。

管理目標値

「水道水等の放射能測定マニュアル」
（平成23年10月）による。

原則としてゲルマニウム半導体検出器
を用いることにより、セシウム134及び
セシウム137それぞれについて、検出
限界値1Bq/kg以下を確保することを目
標とする。

測定方法

原則として１か月に１回以上

※表流水等を利用する水道事業者等に関しては、
高濁度時における十分な情報が収集されるま
での間、１週間に１回以上とする。

※十分な検出感度による水質検査によっても３か
月連続で検出されなかった場合、以降の検査
は３か月に１回とすることができる。

検査頻度

厚生労働省は、福島県及び近隣10都県において実施されたモニタリング結果を集約して定期的
に公表。管理目標値の設定（平成24年４月１日）以降、管理目標値を超える放射性セシウムは検
出されていない。



（跡地利用を公園・広場等に限る場合）
管理型処分場に埋立処分

濃縮槽 脱水機

乾燥ケーキ

再利用

・他の原材料との混合・希釈等を考慮し、市
場に流通する前にクリアランスレベル以下
になる物は利用可能

県内の遮へいできる施設で保管

濃度ごとに敷地境界から一定の距離をとり、

管理型処分場に仮置き

10万Bq/kg超

10万Bq/kg以下

クリアランスレベル以下※

・園芸用土等の製品について、出荷を自
粛し、安全性を評価

・公園・広場等以外の跡地利用は、利
用用途ごとに安全性を評価

・8千～10万の最終的な処分について、環
境保全のあり方を引き続き検討

浄水場

8千Bq/kg以下

（134Cs及び137Csの合計濃度）

※原子炉等規制法に定めるコンク
リート等のクリアランスレベルは
100Bq/kg

国（環境省）で処理

園芸用土等の出荷自粛中の再利用用途について、
安全性を評価、一定濃度以下の発生土について自
粛を解除して再利用を促進

浄水発生土の処分等の概要



浄水発生土の処分状況
（単位：トン）

(t)

平成27年12月9日時点
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再利用

（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ土・その他）

再利用

（濃度・園芸用土）

再利用

（建設改良土）

再利用

（ｾﾒﾝﾄ原料）

最終処分

（仮置分含む）

保管量

（未測定含まず）

保管
最終処分場に

仮置き
最終処分

再利用（セメ
ント原料）

再利用（建設
改良土）

再利用（農土・
園芸用土）

再利用（園芸
用土）

再利用（グラウ
ンド土）

再利用（農土）
再利用（そ

の他）
計

宮城県 2518.3 33317.17 7905.32 35690.91 6311.48 33 85,776
山形県 185 5257.69 38985.82 8.7 35 44,472
福島県 9449 18187.5 619.5 28,256
新潟県 31350.1 971.65 77009.73 1269.89 1288.43 31.3 2613.5 114,535
茨城県 8571.71 21221.9 78492.69 10290 8.7 1775 120,360
栃木県 2720.94 11214.85 5294.82 19,231
群馬県 3167.517 9365.505 6984.05 11605.79 235.64 31,359
埼玉県 86970.525 407.002 128072.82 1473.63 727.74 295.14 217,947
東京都 3515.21 245531.8223 4082.11 39262.49 6280.04 1959.94 48257.97 348,890

神奈川県 1210.2 822 59911.17 95259.54 470 18851.71 62.97 470 9.83 177,067
千葉県 616 36165.3 208141.014 29149.36 40.2 7447 541.9 3935 286,036
長野県 3024.06 7857.91 2238.1 644 124 2028 3063.3 18,979
山梨県 1342 4411.33 5,753
静岡県 21 1941.38 396 3421.4 9876.25 12143.92 27,800

全体 154,641 21 392,262 578,528 272,084 12,535 43,627 9,470 3,073 60,220 1,526,460



原子力損害賠償について
東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力賠償の範囲の判定等に関する中間
指針 （原子力損害賠償紛争審査会）：平成23年8月5日

厚生労働省水道課 事務連絡
賠償の

対象期間
東京電力 提示内容

H24
5.1

【１回目の損害賠償請求の受付開始】
東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所
の事故による原子力損害への賠償に係る基準等について

H23年
11月末

【賠償対象】検査、放射性物質低減、摂取制限対応、汚染発生土
保管/処分、等に係る追加的費用（※必要かつ合理的な範囲）

H24
8.30

【２回目の損害賠償請求の受付開始】
東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所
の事故による原子力損害への賠償の2回目の請求受付開始について

H24年
3月末

請求対象期間の変更

賠償対象は変更無し、但し、広報費用について賠償対象外の例
示を追加

H25
1.31

【３回目の損害賠償請求の受付開始】
東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所
の事故による原子力損害への賠償の営業損害等に係る請求の受付開
始（3回目）について

H24年
3月末

減収分（逸失利益）及び人件費を請求対象に追加

H25
7.31

【４回目の損害賠償請求の受付開始】
東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所
の事故による原子力損害への賠償の平成24年度分に係る請求の受付
開始（4回目）について

H24年度
発生分

平成24年度に発生した費用が対象
賠償対象の追加・変更無し

H25
11.5

平成25年度以降の原子力損害に関する東京電力株式会社
の賠償の考え方について

H25年度
以降

水道水及び水道原水のモニタリング、放射性物質が検出された
浄水発生土に係る費用の考え方

H26
3.20

【５回目の損害賠償請求の受付開始】
東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所
の事故による原子力損害への賠償の平成25年度分に係る請求の受付
開始（5回目）について

H25年度
発生分

平成25年度に発生した費用が対象
賠償対象の追加・変更無し

H26
10.23

平成27年度以降の原子力損害に関する東京電力株式会社
の賠償の考え方について

H27年度
以降

水道水のモニタリング回数に関する賠償対象の考え方

H27
4.15

【６回目の損害賠償請求の受付開始】
東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所
の事故による原子力損害への賠償の平成26年度分に係る請求の受付
開始（6回目）について

H26年度
発生分

平成26年度に発生した費用が対象
賠償対象の追加・変更無し



水道分野における国際貢献について



厚生労働省では、海外の水道に関する案件形成段階から、官民が密接に連携して相手国に関与し、
日本企業の受注を後押しするため、東南アジアを中心とする途上国において、セミナーや現地調査
等を実施。

◆水道セミナー及び現地調査

相手国の水道事業関係者を対象に水道セミナーを

開催し、日本の水道技術や企業をＰＲするとともに、

相手国の水道整備案件の発掘のため日本の水道事

業体及び民間企業による現地調査を行い、相手国の

現地政府、水道事業体等に日本型水道システムの

導入を提案。

◆官民連携型案件発掘調査

水道施設や設備の導入、水道事業への参入につなげる
ため、日本の水道事業体と民間企業等が共同で行う案件
発掘調査を支援。

【平成27年度】 スリランカ （神戸市水道局＋三菱電機(株)）

H27年度
インドネシア公共事業省
との協議

民間企業
施設の設計・建設
高度な水処理技術

水道事業体
水道事業運営

維持管理ノウハウ

既設浄水場の調査具体案件に関する協議

水道産業の国際展開に係る厚生労働省の取組

来年度も実施する予定であるので、水道事業者や民間企業等の積極的な参加をお待ちしている。

調査対象国 参加者

インドネシア JICA専門家＋民間企業10社18名

タイ 埼玉県企業局＋民間企業11社17名

ベトナム 大阪市水道局＋民間企業（募集中）

【平成27年度】



水道産業国際展開推進事業
【 H20年度～ 】

ラオス

ベトナム

年度 セミナー 現地調査

H21 ハノイ ハイフォン、他

H22 ハイフォン ホーチミン、他

H26 ハイフォン クァンニン省

H27 － バリア・ブンタウ省

中国

年度 セミナー 現地調査

H20 北京 長興県

H21 － 長興県、他

インド

年度 セミナー 現地調査

H23 ライプール バドラプール、他

H24 ゴア、プネ カラド、プネ

タイ

年度 セミナー 現地調査

H27 － チャチューンサオ､他

カンボジア

年度 セミナー 現地調査

H20 プノンペン プレイベン、他

H21 プノンペン －

H22 プノンペン シェムリアップ､他

H23 プノンペン －

H24 プノンペン －

H25 － カンダール、他

インドネシア

年度 セミナー 現地調査

H23 － ジャカルタ、他

H24 － ソロ市、西ジャワ州

H25 － ブカシ、西ジャワ州

H26 － デポック、ボゴール

H27 － カラワン、グレシック

年度 セミナー 現地調査

H25 ビエンチャン ルアンパバン

H26 ビエンチャン ビエンチャン

水道セミナー ５カ国 計13回

現地調査 ７カ国 計19回



神戸市水道局 H23

調査地 アゼルバイジャン

調査案件 水質検査

北九州市上下水道局 H23,H24

調査地 ベトナム・ハイフォン市

調査案件 （H23）ブロック配水システム整備
（H24）工業団地専用水道維持管理

北九州市上下水道局 H25,H26

調査地 ベトナム・ホーチミン市

調査案件 （H25）浄水場整備（乾期）
（H26）浄水場整備（雨期）

川崎市上下水道局 H26

調査地 ベトナム・バリア・ブンタウ省

調査案件 浄水場整備

さいたま市水道局 H24

調査地 ラオス・ルアンパバン市

調査案件 環境共生型上下水道整備

神戸市水道局 H25

調査地 ミャンマー・エヤワディ管区

調査案件 浄水場整備

埼玉県企業局 H23

調査地 マレーシア・スランゴール州

調査案件 凝集剤の可能性調査

神戸市水道局 H27

調査地 スリランカ・コロンボ県等

調査案件 配水コントロールシステム

調査案件 ６カ国 計10件

水道分野海外ビジネス官民連携型案件発掘形成事業
【H23年度～】



水資源開発関係の動向について
（水資源開発基本計画）



水資源開発基本計画（フルプラン）

利根川・荒川水系豊川水系

木曽川水系

淀川水系

吉野川水系

筑後川水系

水資源開発促進法においては、国土交通大臣が、産業の
発展や都市人口の増加に伴い広域的な用水対策を実施す
る必要のある水系を「水資源開発水系」として指定し、
その水資源開発水系においては「水資源開発基本計画
（通称：フルプラン）」を決定することとしている。

※利根川及び荒川は、２水系を合わせて
１つの水資源開発基本計画として定めている。

水資源開発水系への指定年月

利根川水系 昭和37年 4月
荒川水系 昭和49年12月
豊川水系 平成 2年 2月
木曽川水系 昭和40年 6月
淀川水系 昭和37年 4月
吉野川水系 昭和41年11月
筑後川水系 昭和39年10月



諮問
「今後の水資源政策のあり方について」

（H25.10.22）

最近の主な動きについて

水資源開発基本計画（フルプラン）

国土交通
大臣

国土
審議会

水資源開発分科会答申
「今後の水資源政策のあり方について」
～水の恵みを享受できる｢幅を持った社会

システム｣への転換 ～
（H27.3.27）

これまでの供給量の増大を図るという需要主導型の水資源政策から、あらゆるリスク
に対して水の安定供給の確保を目指す政策へ

• 具体的な取組として、水需給バランスの確保のほか、大規模災害等危機時の必
要な水の確保、危機的な渇水（ゼロ水）への対応といった視点も提示



１ 水の用途別の需要の見通し及び供給の目標

２ 供給の目標を達成するため必要な施設の建設に関する基本的な事項

３ その他水資源の総合的な開発及び利用の合理化に関する重要事項

現行の水資源開発基本計画（フルプラン）の記載事項

○フルプランの全部変更で基本となるもの
○国土交通省から関係都府県へ調査依頼

調査の依頼があった場
合には、十分に精査し
たデータの提供を！

フ
ル
プ
ラ
ン
の
変
更
状
況

利根川・荒川水系 H28年1月(一部変更)

豊川水系 H27年12月(一部変更)

木曽川水系 H28年1月(一部変更)

淀川水系 H28年1月(一部変更)

吉野川水系 H14年2月(全部変更)

筑後川水系 H27年12月(一部変更)

水資源開発基本計画（フルプラン）



水道水質管理について



水質基準
（水道法第４条）

水質管理目標設定項目
（平成15年局長通知）

要検討項目
（平成15年審議会答申）

•具体的基準を省令で規定

• 重金属、化学物質については浄水から評価値の
10％値を超えて検出されるもの等を選定

•健康関連31項目＋生活上支障関連20項目

•水道事業者等に遵守義務・検査義務有り

•水質基準に係る検査等に準じた検査を要請

• 評価値が暫定であったり検出レベルは高くないもの
の水道水質管理上注意喚起すべき項目

•健康関連13項目＋生活上支障関連13項目

•毒性評価が定まらない、浄水中存在量が不明等

•全47項目について情報・知見を収集

最新の知見により常に見直し
（逐次改正方式）

水道水質基準制度について



項目 現行目標値 新目標値

アシュラム 0.2 mg/L以下 0.9 mg/L 以下

ジクロベニル 0.01 mg/L以下 0.03 mg/L以下

ダイアジノン 0.005 mg/L以下 0.003 mg/L以下

トリシクラゾール 0.08 mg/L以下 0.1 mg/L以下

フェニトロチオン 0.003 mg/L以下 0.01 mg/L以下

マラチオン 0.05 mg/L以下 0.7 mg/L以下

【対象農薬リスト掲載農薬類】 ※パブリックコメント：H27.9.11～H27.10.13

【その他農薬類】

【要検討項目】

項目 現行目標値 新目標値

アシベンゾラルSメチル 0.1mg/L以下 0.2mg/L以下

ジフルベンズロン 0.03mg/L以下 0.05mg/L以下

テトラコナゾール ― 0.01mg/L以下

フルアジホップ 0.03mg/L以下 0.01mg/L以下

プロメトリン 0.06mg/L以下 0.08mg/L以下

項目 現行目標値 新目標値

フタル酸ブチルベンジル 0.5mg/L以下（暫定） 0.5mg/L以下

水質基準等の見直し
（平成28年４月１日施行予定）



項目 現行目標値 新目標値

ピロキロン 0.04 mg/L以下 0.05 mg/L 以下

ベンゾフェナップ 0.004 mg/L以下 0.005 mg/L以下

水質基準等の見直し
（平成29年４月１日施行予定）

【対象農薬リスト掲載農薬類】（目標値の変更）

項目 現行目標値 新目標値

テフリルトリオン 0.002 mg/L以下 0.002 mg/L 以下

【対象農薬リスト掲載農薬類】（要検討農薬類から格上げ）

項目 現行目標値

ダゾメット 0.006 mg/L 以下

メタム 0.01 mg/L 以下

メチルイソチオシア
ネート（MITC）

－

【対象農薬リスト掲載農薬類】（項目を統合）

項目 新目標値

ダゾメット、メタム
及びメチルイソチ

オシアネート
0.01 mg/L 以下

※メチルイソチオシアネートは要検討農薬類

※MITCとして測定する。



厚生労働省では、水道水の安全性を一層高めるため、水源から給水栓に至る統合的な水質
管理を実現する手段として、WHOが提唱する「水安全計画」の策定を推奨

平成20年5月に「水安全計画策定ガイドライン」を策定し、平成23年度頃までを目処に水安全
計画策定又はこれに準じた危害管理の徹底について周知

平成27年3月末時点における策定率は、策定中を含めても、全体で約13%

全事業者
上水道事業、又は

用水供給事業を経営
簡易水道事業のみ経営

水安全計画策定状況

策定済

(  8.9%) 策定中

(  3.7%)

未着手

（検討中含

む）

( 87.4%)

策定済

( 16.0%)

策定中

(  6.2%)

未着手

（検討中含

む）

( 77.8%)

策定済

(  0.4%)
策定中

(  0.5%)

未着手

（検討中含

む）

( 99.0%)



水安全計画未策定理由：人手不足、他の検討を先行、
認知不足、策定手順が複雑

安全な水供給のための施設や管理方法の検討にあた
り、水源リスクを把握することが必要

リスク把握や水安全計画策定の負担感が大きく、効
率化が必要

平成27年6月に水安全計画作成支援ツール簡易版を開発・公開

中小規模の水道事業者等を念頭
においた水安全計画策定支援方
策の検討

水安全計画策定促進に向けて

① 人員の少ない中小規模の水道事業者等でも比較的容易に水安全計画策定ガイドラインに沿っ
た内容の計画作成が可能

② 水安全計画策定において、難点となっていた以下の点について改善

• 水源～給水栓の各種情報の入手→簡素化（一部既定化）

• 危害影響程度の設定→デフォルト化

• 管理措置、監視方法の整理表の作成→自動作成

③ 汎用性を持たせているため、水道事業者特有の事項については、追記、修正が必要

ツールの特徴ツールの特徴

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/0
7.html



＜目的＞

• 飲料水を原因とする国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる
健康被害の発生予防、拡大防止等の危機管理の適正を図る。

＜対象となる飲料水＞

• 水道水（水道法の規制対象）

• 小規模水道水（水道法非適用の水道水）

• 井戸水等（個人が井戸等からくみ上げて飲用する水）
※ボトルウォーターは食品衛生法により措置されるため対象外

＜情報収集の対象＞

• 水道水の水道原水に係る水質異常

• 水道施設等において生じた事故

• 水道水を原因とする食中毒等の発生

• 小規模水道水又は井戸水等の水質異常等の発生

121
国における情報伝達、広報、対策の実施等を規定

飲料水健康危機管理実施要領について
（平成９年策定、平成25年最終改正）



• 水道原水又は水道水、飲用井戸等から供
給される飲料水について、水質異常を把握
した場合、都道府県等や水道事業者等に
対し、厚生労働省へ報告を依頼。

• 平成25年10月に、報告様式を改正（右の例
のとおり）。

• クリプトスポリジウム等の検出についても、
本様式を用いて報告。

報告日時：平成YY年MM月DD日　HH時　MM分

番号 内　容

1)
異常が発生した日時（採水、患者発病等の説明
を添えてください）

平成YY年mm月dd日　hh:mm 採水

2) 異常があることを知った日時 平成YY年MM月DD日　報告

3) 対応を完了した日時 平成YY年MM月Dd日HH:MM

1)
水道の種別（上水道、簡易専用水道、飲用井戸
等）

上水道

2) 水源の名称と種別（表流水、深井戸等） ●●川（表流水）

3)
施設の名称（原水水質の異常の場合は取水位
置）

○○取水場

4) 浄水処理方法 凝集沈殿、急速ろ過

5)
異常に係る施設の給水範囲の人口（又は戸数）
又は１日平均利用者数

100万人

1)
水質異常の原因（原因物質、原因物質の排出源
及びその存在場所、施設の不良箇所等）

不明

2) 問題を生じた水質項目と汚染時の最大値 原水からクリプトスポリジウム検出（２個／10L）

1) 取水停止／取水減量期間 なし

2) 給水停止／制限の期間 なし

3) 給水停止／制限の影響人口 なし

1) 症状 なし

2) 人数 なし

3) 発生地域 なし

6

MM月DD日にmm月dd日に採水した原水からクリプトスポリジウムが検出されたと
の報告。
これを受け、mm月dd日以降の濁度の測定結果が0.1度を下回っていること、同
日に採水した浄水を検査した結果クリプトスポリジウム等が検出されないこ
と、クリプトスポリジウムの感染報告がないことを確認ずみ。
同時に、水系を同じくする水道事業者（A者、B者、C者）に対して情報提供済
み。

7 平成YY年MM月DD日HH:MM ○○県××保健所、××町、厚生労働省へ連絡済み

8 ろ過水濁度管理の徹底

9 特に実施していない。

10 なし

1) 都道府県 ○○県

2) 事業体/自治体名 ○○県

3) 所属・部署 ●●部◎◎課

4) 担当者名 △△　△△

5) 電話番号 XXX-XXX-XXXX（内線XXXX）

6) FAX番号 XXX-XXX-XXXX

7) e-mail abc@abc.lg.jp

【留意点】

・報告いただいた内容については、個人情報を除き、厚生労働省にて定期的に公表します。

・必要に応じ、水質検査結果、浄水フロー、地図等を添付してください。

・報道発表等を行った場合は、発表資料を添付してください。

次のとおり水質異常が発生しましたので報告します（第ｎ報）

項　目

11

問
合
せ
先

健
康
被
害
発

生
状
況

1

発
生
時
期

2

水
質
異
常
が
生
じ
た
施
設

対応経緯（時系列に記載）

関係機関との連絡

今後の対応方針

報道発表等

その他特記事項

3

汚
染
の
状
況

4

給
水
等
へ
の

影
響

5

「健康危機管理の適正な実施並びに
水道施設への被害情報及び水質事故
等に関する情報の提供について」
（平成25年10月25日付け健水発第1025
第1号水道課長通知）

（報告様式記入例）

飲料水健康危機管理実施要領について



平成27年の水質事故事例

●健康被害発生事例

平成27年度は健康被害が確認された水質事故は報告されていない。

●残留塩素濃度低下事例

①国設置の簡易専用水道において、廃止が予定されている宿舎において居住者が減
少することによる使用量の低下によって、設置している貯水槽における残塩が低下
した事例が発生した。
②国設置の専用水道において、使用量の低下による貯水槽内での水道水の滞留が原
因で、給水栓でｐHの基準値8.6の超過および残留塩素の低下（0.1mg/L未満）が発
生した。
今後の対応として、貯水槽の有効容量の見直しを検討している。

●臭気発生事例

水源地域周辺の豪雨により、水源に泥水が流れ込み、給水栓において基準
値（ジェオスミン）を超過したため、洗管等により対応を行った。
今後の対応として、水質検査の継続並びに粉末活性炭の備蓄及び使用マニュアルの
整備を検討している。



水道原水から耐塩素性病原生物
や指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)
が検出

耐塩素性病原生物が水道原水に
混入するおそれ有り

耐塩素性病原生物を除去する

ことができる「ろ過」等設備を設

けることが必要

(施設基準省令)

特に大雨の後や雪
解け水に要注意

原水濁度上昇時は原
則取水停止

•5μm程度の粒子が流出しないもの
•除Fe・除Mn用では通常不十分

耐塩素性病原生物対策
実施状況（H27年3月末時点）

対応済
69%

検討中
31%

2,344施設、約347万人分

簡易水道1,514
専用水道 224＝

耐塩素性病原生物対策



原水は地表水

地表水混入が無い
被圧地下水
から取水

汚染のおそれ有り yes

no

yes

Level3
汚染のおそれがある

Level1
汚染の可能性が低い

no

Level 4
汚染のおそれが高い

原水
指標菌検出

事案有り

yes

no

指標菌検査

ろ過設備
濁度0.1度以下維持

指標菌 1回/3ヶ月以上

大腸菌・TCE等 1回/年
井戸内撮影等 1回/3年

・水質検査計画に基づき

適切頻度で原水検査

(クリプト等＋指標菌)

Level２
当面、汚染の可能性低い

施設整備・運転監視 原水検査等

Level４対応又は
UV設備
UV照射量の常時確認

・ 指標菌等検査の水質検査計画への位置付けは平成20年4月施行

・ 浄水は14日間保存することが望ましい (Level 3以上)

平成１９年４月１日より「クリプトスポリジウム対策指針」を適用

→ 汚染のおそれの判断に応じた施設整備・運転監視と原水水質検査



• リスクレベルの判断を行っていない場合、「原水に耐塩素性病原生物が混入する
おそれがある場合」に該当することが不明な状態にあることから、当該浄水施設
は「水道施設の技術的基準を定める省令」に適合していない可能性を否定できな
い。

• 原水の指標菌検査は、浄水施設の「水道施設の技術的基準を定める省令」との適
合性を確認する上で、実質的に検査を義務づけている。

指標菌の検査を実施せず、「原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがある
場合」の判断できない水道事業者等において、

水源によらず速やかに指標菌検査を実施すること。
（浄水受水のみの施設を除く）
自己検査の実施が困難な場合は、地方公共団体機関又は
登録検査機関への委託によって行うこと。
上水道事業、用水供給事業のみならず簡易水道及び
専用水道にも指導をお願いする。

クリプトスポリジウム等の汚染のおそれの
適切な判断について



◆クリプトスポリジウム等検査方法の見直しについて
• （H23.3.31）嫌気性芽胞菌の主たる検査方法のハンドフォード改良寒天培地法に

おいて、複数の培地製造会社が製造した培地を使用可能とした。

• （H23.3.31）大腸菌の検査方法に関し、定性試験法を追加、当該試験法で検査を
行うことを基本とした。

• （H24.3.2）クリプトスポリジウム等の検査方法として、新たに遺伝子検出法及び
粉体ろ過法を追加した。

「飲料水におけるクリプトスポリジウム等の検査結果のクロスチェック実施要領」
により、クリプトスポリジウム等の検査結果に関するクロスチェックの実施をお願
いする。

新たな検査方法を活用する等して、指標菌及びクリプトスポリジウム等の適切な
検査をお願いする。

◆クリプトスポリジウム等の検査結果のクロスチェックについて

クリプトスポリジウム等の検査について



A.   現在給水人口
B.   未対応、検討中の

浄水施設人口

C. 未対応人口割合（％）

（ =  B  ÷ A ）

全国 124,369,524人 3,472,328人 2.8％

出典 ： 厚生労働省水道課

未対応人口の割合

0～ 5%
5～10%

10～20%

クリプトスポリジウム対策状況
（平成２７年３月末現在 未対応給水人口）



水道事業体を対象にした調査の結果から以下の課題が判明。

○ 登録検査機関の主な選定理由として、価格面や立地面を重視。水道GLP等を取得した信頼性が高い登録検査機関を選定する
水道事業体は少ない。

○ 登録検査機関以外の施設保守管理会社や水質分析機関等に委託する事例等契約形態が適切ではない。

○ 水質検査の結果の確認について、水質分析の成績書の提出だけを求め水質検査の内容自体を把握していない。

○ 登録検査機関の選定や委託後において精度管理の状況を把握していない。

○ 水質検査の委託契約の中で、緊急時の水質検査の取り決めがない。

○ 委託費用について、水質検査の実施に必要なコストを見込むことが困難な程の低廉な価格で業務を委託している。

水質検査の信頼性確保に関する取組検討会報告を踏まえて、水道法施行規則を改正
（平成２４年４月１日施行）

水道事
業者等

適切な委託の確保（書面契約、適切な委託料、迅速な検査、日常業務確認
調査により検査内容確認、 臨時検査の実施等）

適切な業務発注の確保（適切な特記仕様書や費用積算、精度管理状況の
把握、低入札価格調査等の活用、落札業者の積算確認）

水質検査計画の充実（委託内容の具体化）

水質検査は、水道の安全性を確認する重要なものですので、信頼性の高い検査の実施が確
保されるよう、適切な水質検査の委託の徹底をお願いいたします。

水道事業体の水質検査の委託に関する留意点



要検討項目や対象農薬リストに掲載されて
いない農薬類の標準検査法を従来の方法
で早急に定めることは容易ではない。

得られた検査結果の信頼性が十分でなく、
これらの結果の活用に限界がある。

標準検査法が定められていない項目

標準検査法では、同等以上の機器等の使
用が認められているが、その判断は個々
の検査機関に委ねられており、科学的な判
断基準はなかった。

標準検査法は、検査法としての妥当性は
確認されているが、個々の検査機関の検
査実施標準作業書等に定める試験手順や
使用する機器、設備等の妥当性を検証す
る必要がある。

標準検査法がある項目

「水道水質検査方法の妥当性ガイドライン」策定

各検査機関が検査実施標準作業書等に示す検査方法の妥当性を評価する基準として、
先行していた食品分野を参考に、妥当性評価ガイドラインを作成し平成24年９月に通知。
本ガイドラインに係るＱ＆Ａ集を平成26年１月に発出。

→妥当性が未評価の機関は、速やかに妥当性評価を済ませること。



• 統一試料調査
・参加機関数：441機関

（登録水質検査機関：212 水道事業者等：175 衛生研究所等：54）
・対象検査項目：亜硝酸態窒素、ジェオスミン及び２－メチルイソボルネオール
・Grubbs検定で棄却となった機関及び検査方法告示からの逸脱が見られた

機関は、原因考察及びその改善策を提出

• 実地調査
・Grubbs検定で棄却となった登録水質検査機関のうち、検討会で必要と判断された（11機関）について
実施

• 階層化評価
・統一試料調査及び実地調査の結果により、第１群・第２群・要改善・

その他に階層化

• 平成28年度外部精度管理調査の対象検査項目
・無機物：六価クロム化合物、銅及びその化合物
・有機物：ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸

国の外部精度管理調査の概要（H27)



• 背景

「水質検査の信頼性確保に関する取組検討会報告」において、登録水質検査機関の
日常の水質検査業務に関し、登録水質検査機関が適切な水質検査を実施し、その検
査において精度が確保されていることを確保するための調査の実施が明記。

• 目的

登録水質検査機関の適正な日常業務の実施の確保。

• 水道法上の規定

施行規則改正において、信頼性確保部門の業務として、厚生労働省や水道事業者等
が行う水質検査の業務に関する調査（「日常業務確認調査」という。）を受けるための
事務が追加。（規則第15条の４第４号ロ）

• 厚生労働省における実施状況

平成27年度は外部精度管理調査に係る実地調査（10月～12月）と併せて23機関を対
象に実施。

日常業務確認調査の実施



H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
簡易専用水道管理率 52.7 54.3 53.0 52.2 57.1 58.0 59.3 58.1 57.0 57.9

Ａ：簡易専用水道の検査受検率(％) 81.8 79.0 78.4 80.0 79.0 79.8 79.4 78.7 76.5 76.4

Ｂ：簡易専用水道の検査指摘率(％) 35.5 31.3 32.4 34.7 27.7 27.3 25.3 26.2 25.5 24.2

○ 小規模貯水槽水道管理率（％）＝A×（100-B）/100
A:小規模貯水槽水道の検査受検率（％）
B:小規模貯水槽水道の検査指摘率（％）

○ 簡易専用水道管理率（％）＝A×（100-B）/100
A:簡易専用水道の検査受検率（％）
B:簡易専用水道の検査指摘率（％）

水
道
法
の

規
制
対
象

未
規
制

（条例・要綱に基
づく指導）

検査 （法定）を受けないものが少なくない
平成26年度の施設数

・ 検査対象施設数 213,386 施設
・ 検査実施施設数 163,019 施設

平成26年度の施設数
・ 検査対象施設数 861,707 施設
・ 検査実施施設数 26,714 施設

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
小規模貯水槽水道管理率 1.9 1.9 1.6 1.8 2.0 2.2 2.0 2.3 2.1 2.2
Ａ：小規模貯水槽水道の検査受検率(％) 3.1 2.9 2.6 2.6 3.0 3.2 3.0 3.2 3.0 3.1
Ｂ：小規模貯水槽水道の検査指摘率(％) 36.9 35.3 36.7 31.1 34.6 32.1 32.4 29.3 28.4 28.3

簡易専用水道及び小規模貯水槽水道の管理率



簡易専用水道の管理の検査 受検率向上

都道府県市の衛生行政担当部局等が把握している簡易専用水
道の検査受検率は約76.4％である。

水道事業体は、貯水槽水道の所在地を高い割合で整理してい
るが、衛生行政との情報共有は施設数のみの情報にとどまる
事業体が多く、所在地情報の共有化の促進が望まれる。

登録簡易専用水道検査機関による検査結果の代行報告は、水
道法上妨げるものではなく、管理状況を把握するため、設置
者の了解のもと、代行報告を積極的に活用することが望まれ
る。



◆ 効率的な受検指導、衛生改善指導により、貯水槽 水道の管理水準の向上を図
るべく、平成22年3月25日付けで行政、水道事業者、検査機関3者に通知

・ 都道府県等衛生担当部局と水道事業者における貯水槽水道の
所在地情報の共有を促進

・ 登録検査機関の協力による検査結果の代行報告を積極的に活用

行政

水道事業者

検査機関

貯水槽水道
所在地の情
報提供要請

貯水槽水道設置者

情報提供

代行報告要請

代行報告

検査の実施
及び
代行報告協議

検査依頼
及び
代行報告了解

水道事業者としての
指導、助言等

効率的な受検指導、
衛生改善指導等

貯水槽水道の管理水準の向上に向けた取組の推進



（平成27年４月時点）

・小規模貯水槽に係る条例・要綱等を制定している自治体の割合は、
都道府県で約９割弱、保健所設置市、特別区では
ほぼ全てで制定している。
保健所設置市を除く市では約６割が制定している。

・条例・要綱等の多くが、全施設を対象にしている。
（一戸建て向け等を対象外としているものもある）

☆今後、新たに指導監督権限の委譲を受けた市による取組みが注目される。

小規模貯水槽に係る条例・要綱等の制定状況



貯水槽水道における水質管理

貯水槽水道における水質事故

H22年：小規模貯水槽水道の利用者43人のうち28人が体調不良。給
水栓水からクリプトスポリジウム及びジアルジアを検出。 4人がジアル
ジアに感染。汚水の流入が原因。

H25年：地下式コンクリート製貯水槽を使用している小規模貯水槽水
道で食中毒が発生し、調査したところ、濁度、色度アンモニア等の高
濃度汚染。ノロウイルス、カンピロバクター・ジェジュニ検出。

H27年：国設置の簡易専用水道において、廃止が予定されている宿舎
において居住者が減少することによる使用量の低下によって、設置し
ている貯水槽における残塩が低下した事例が発生した。

水道法の規定がかからない貯水槽水道についても、飲用井戸等衛生対策
要領や各自治体の条例・要綱等を基に、衛生指導に努める。

衛生行政担当部局は、水道事業体との施設所在地の情報共有により、貯水
槽水道の存在実態の把握に努める。



専用水道における水質管理

専用水道における水質事故

H25年：学校の専用水道で、誤って薬注ポンプのプレーカを切ったた
め、塩素注入ポンプが停止し、残留塩素濃度が基準を下回った。調理
前の検査で気がつき、水抜きにより復旧。健康被害無し。

H25年：除鉄・除マンガン処理後、膜処理を行っていた病院の専用水
道で塩素酸が水質基準超過。給水区域内のため、市の水道に切り替
え。

H27：国設置の専用水道において、使用量の低下による貯水槽内での
水道水の滞留が原因で、給水栓でｐHの基準値8.6の超過および残留
塩素の低下（0.1mg/L未満）が発生した。

専用水道における水質管理徹底の指導に努めるようお願いする。

水道技術管理者の確保を含めた管理体制の確立
水道法に基づく定期及び臨時の水質検査の確実な実施

専用水道でなかった水道が、給水量増加や施設規模の拡大等によって専用水道に
該当する場合があることを設置者に周知をお願いする。



飲用井戸の衛生確保

飲用井戸等衛生対策要領

（昭和62年局長通知衛水第12号、最終改正：平成26年３月31日）

目的 … 飲用井戸等の総合的な衛生の確保を図ること

実施主体 … 都道府県、市・特別区

（衛生担当部局）が管下の町村の協力を得て実施

対象施設…一般・業務用飲用井戸、小規模受水槽施設

衛生確保対策

1. 実態の把握等 … 汚染状況、設置場所、管理状況等

2. 飲用井戸等の管理、水質検査等 … 設置者等に求めたもの。周辺の水質
検査結果等から必要となる水質基準項目。自己住宅用以外の飲用井戸及
び小規模受水槽は1年以内に1回 (これ以外も「望ましい」)

3. 汚染された飲用井戸等に対する措置



飲用井戸等の衛生確保

「飲用井戸等衛生対策要領」に基づき、飲用井戸等の衛生対策の徹
底を図ることについて特段の配慮をお願いする。

飲用井戸等における水質事故

H16年：湧水を水源とするホテルにおいて、腸管出血性大腸菌に
よる食中毒が発生（発症者１８名）。原因は塩素滅菌装置の故障
による。塩素滅菌及び関係法令の遵守を徹底するよう指導。

H23年：湧水を水源とする集落（給水人口５名）において、腸管出血性大
腸菌O157による食中毒が発生（発症者２名）。当該水源を使用する家庭
に対して家庭用滅菌器を設置。



経緯 利根川水系水質事故（平成24年５月）

事故の再発防止に向け、
浄水処理により副生成物として水質基準項目
を生成するような物質を特定
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水道法の水質基準、環境基準、
水質汚濁防止法に基づく有害物質や指定物質（当
時）にも該当していなかったが、
浄水処理によりホルムアルデヒドを生成

ヘキサメチレンテトラミン

平成24年5月に利根川水系で発生した大規模な断水を伴う水質
事故ではホルムアルデヒドの基準超過が問題となる

浄水処理対応困難物質設定の経緯

事故の原因物質



水道水源に排出された場合、水道水質事故の原因となることを排出側に
知らせ、注意を促すことが重要

水道水源に流入した場合に速やかに連絡される体制を構築するため、関
係者との連携に努める

浄水施設に対する当該物質によるリスクの把握に努める

通常の浄水処理により水質基準又は水質管理目標設定項目に係る物質
のうち人の健康の保護に関する項目に該当する物質を高い比率で生成
することから、万一原水に流入した場合に通常の浄水処理では対応が困
難な物質

対象物質の要件

対象物質の取り扱い

「浄水処理対応困難物質」の設定について

「浄水処理対応困難物質」の設定について
（平成27年3月６日健水発0306第1～3号課長通知）



「浄水処理対応困難物質」

物質 生成する水質基準等物質 備考

ヘキサメチレンテトラミン（HMT）

ホルムアルデヒド

（塩素処理により生成）

水濁法指定物質

PRTR第1種

1,1-ジメチルヒドラジン（DMH） PRTR第1種

N,N-ジメチルアニリン（DMAN） PRTR第1種

トリメチルアミン（TMA）

テトラメチルエチレンジアミン（TMED）

N,N-ジメチルエチルアミン（DMEA）

ジメチルアミノエタノール（DMAE）

アセトンジカルボン酸

クロロホルム

（塩素処理により生成）

1,3-ジハイドロキシルベンゼン

（レゾルシノール）

1,3,5-トリヒドロキシベンゼン

アセチルアセトン

2'-アミノアセトフェノン

3'-アミノアセトフェノン

臭化物（臭化カリウム等）

臭素酸（オゾン処理により生成）、

ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモ

ホルム（塩素処理により生成）



過去に水質事故の原因となった物質等

物質等 水質事故の内容 備考

スチレン

要検討項目の目標値超過

PRTR第１種

有機すず化合物 PRTR第１種

過塩素酸

パーフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）
発泡

PRTR第１種

ポリプロピレングリコール

パーフルオロオクタン酸（PFOA）
毒性の懸念

ヒドロキシルアミン

シクロヘキシルアミン
塩素と反応し異臭

PRTR第１種

3,5-ジメチルピラゾール

ナフタレン

異臭

PRTR第１種

香料（フェニルメチルエーテル、イソ吉草酸メチル等）

アクリル酸2-エチルヘキシル

異臭、油膜の形成硫酸ピッチ（硫酸、タール、油分）

油類

ポリアクリル酸ブチル 表面膜の形成

スルファミン酸

塩素消費量増加チオ硫酸ナトリウム

アンモニア類（重炭酸アンモニウム等）

水酸化ナトリウム
pH異常

セメント灰汁

蛍光塗料、染料 色度超過



検討の必要性

水道水の利用：飲用のみならず炊事、洗濯、風呂、水洗便所等

→給水車等による応急給水でまかなうのは困難

医療施設や空調用水等の都市活動に使用される水道水の供給停止

→経済社会に深刻な影響

現行の対応（平成１５年水道課長通知）

病原微生物による汚染の可能性を直接的に示す項目、シアン、水銀

→水質基準を超過したことをもって水質異常時とみて所要の対応を図る（基準
値超過が継続することが見込まれ、人の健康を害するおそれがある場合：取
水及び給水の緊急停止、関係者への周知、水源の監視）

長期的な影響を考慮して基準設定がなされている項目

→基準値超過が継続すると見込まれる場合を水質異常時とみて所要の

対応を図る
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水質異常時における摂取制限を
伴う給水継続の考え方



検討にあたっての前提

水道事業者等は、水道法に基づき、飲用に適する水を常時給水することが求められて

おり、原水の水及び量、地理的条件等に応じた施設整備を行い、施設の管理及び運営、

水質検査等を行う必要がある。また、原水の質の悪化や突発的な水質事故等にあって

も、必要な監視体制、浄水設備の高度化等により、浄水の水質を含め給水への影響を最

小限にとどめる必要がある。さらに、水道事業者等は、水道法第23条第1項に基づき、そ

の給水する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し

なければならないこととなっている。今般の検討は、このような措置の必要性を何ら変更

するものではない。
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水質異常時における摂取制限を
伴う給水継続の考え方



水質事故等により、浄水中の有害物質の濃度が一時的に基準値を一定程

度超過する水質異常が生じた場合においても、水道事業者等の判断により、

利用者に対して水道水の直接飲用を控えるよう広報しつつ、給水を継続（摂取

制限を伴う給水継続）することが可能である。実施に当たっては、汚染状況（原

因物質の特性、濃度、汚染の範囲等）、復旧までに要する時間、給水区域の

規模や地域性に応じた摂取制限・給水停止による地域住民に対する影響、応

急給水等代替手段確保の実現性、広報体制等を踏まえて、総合的に判断し、

より社会的影響の小さい対応として選択する必要がある。

１．基本的な考え方
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水質異常時における摂取制限を伴う
給水継続の考え方（現時点の案 1/5）



摂取制限を伴う給水の継続は、長期的な健康影響をもとに基準値が設定さ
れているものについて、一時的に基準値超過が見込まれる場合に行うことが
可能。

水道システムの対応能力等が様々であるため、個別の物質濃度や期間につ
いて一律の基準値を設けることは困難であり、各水道事業者等が原因、影響
等を踏まえて総合的に判断することが必要である。

２．摂取制限を伴う給水継続を行う対象となる物質等について

3 カドミウム及びその化合物 20 ベンゼン
5 セレン及びその化合物 21 塩素酸
6 鉛及びその化合物 22 クロロ酢酸
7 ヒ素及びその化合物 23 クロロホルム
8 六価クロム化合物 24 ジクロロ酢酸

12 フッ素及びその化合物 25 ジブロモクロロメタン
13 ホウ素及びその化合物 26 臭素酸
14 四塩化炭素 27 総トリハロメタン
15 1,4-ジオキサン 28 トリクロロ酢酸
16 シス･トランス-1,2-ジクロロエチレン 29 ブロモジクロロメタン
17 ジクロロメタン 30 ブロモホルム
18 テトラクロロエチレン 31 ホルムアルデヒド
19 トリクロロエチレン
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水質異常時における摂取制限を伴う
給水継続の考え方（現時点の案 2/5）



水質異常が生じた際の対策について、予めその意思決定や実施体制、行政
や他事業者等関係者との連携体制を整備しておくことが必要である。

また、水質異常時の対策に係る意思決定の参考とするため、専門家の意見
を聴取できるような体制の整備が有効である。

３．水質異常時の対応体制の整備について

水質異常時には、水道事業者等は、直ちにその実態把握を行うとともに、そ
の原因を究明し、必要に応じて低減化対策を実施する必要がある。

また、摂取制限を伴う給水継続を実施する際は、水道利用者に対し応急給
水により飲用水を確保することが必要である。

４．摂取制限を伴う給水継続を実施する際の対応について
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水質異常時における摂取制限を伴う
給水継続の考え方（現時点の案 3/5）



摂取制限を伴う給水継続を行う際は、水道事業者等は利用者に対し、水質
に異常が生じていること又はそのおそれがあること、給水を継続しているが飲
用は避けることについて速やかにかつ適切に周知する必要があり、解除に当
たっても速やかに周知することが必要である。

周知の方法としては、近年用いられている新たな手法の導入の検討も有効
であり、子どもやお年寄り等情報弱者対策を含めて複数の方法を用いて確実
に行うとともに、利用者からの問い合わせに対応することも重要である。

（例）ビラ、エリアメール・緊急速報メール、ウェブ、連絡網、テレビ（データ放
送）、ラジオ、広報車、防災無線 等

また、水道水が飲用できないことがあり得ることや、その際に水道事業者等
が講じる対策及び周知の方法について、日頃から貯水槽水道の設置者を含
め水道利用者と共有しておくことが有効である。

５．水道利用者に対する周知について
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水質異常時における摂取制限を伴う
給水継続の考え方（現時点の案 4/5）



摂取制限を解除するに当たっては、水道事業者等は、末端の給水栓に
おいて実施する水質検査により、当該項目について水質基準に適合して
いることを確認することが求められる。

検査を行う給水栓については、通常の水質検査における採水場所（配
水管の末端等水が停滞しやすい場所）を参考に決定することとなるが、
配水に要する時間等を踏まえて解除の方法を検討しておくことが重要で
ある。

６．摂取制限の解除について
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水質異常時における摂取制限を伴う
給水継続の考え方（現時点の案 5/5）


